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令和７年３月 10日 

覚書 対照表［経済安全保障育成プログラム 覚書（委託研究費不要機関用）］ 

（新）令和７年４月版「経済安全保障重要技術育成プログラム」 

委託研究契約書 

（新）令和７年４月版「経済安全保障重要技術育成プログラム」 

覚書（委託研究費不要機関用） 

（旧）令和６年４月版「経済安全保障重要技術育成プログラム」 

覚書（委託研究費不要機関用） 

備考 

«文書番号種別»第«文書番号»号 

委託研究契約書 
 

国立研究開発法人科学技術振興機構（以下「甲」という。）と«契約先機関

名»（以下「乙」という。）は、下記契約項目（１）に記載の研究題目等につい

て、次のとおり合意し、委託研究契約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

（契約項目） 

 甲は、乙を「«大学等/企業等»」と認め、次の研究を委託し、乙はこれを受

託する。 

（１）研究題目等：  

契約番号 「 «契約 ID» 」  

事業 「 経済安全保障重要技術育成プログラム（基金） 」（以下「本事

業」という。） 

研究タイプ 「 «研究タイプ» 」  

研究領域 「 «研究領域» 」  

研究課題 「 «研究課題名» 」  

研究代表者 「 «研究代表者氏名» 」  

研究題目 「 «研究題目» 」  

（２）研究担当者： «所属部署名»  

  «研究担当者氏名» «研究担当者役職»  

（３）契約期間： «契約期間開始日»から«契約期間終了予定日»まで（本

研究が中止された場合はその時まで） 

（４）当事業年度及び翌事業年度委託研究費 

甲は、次に掲げる本契約金額の限度内において、乙が委託研究の

実施に要する経費を乙に支払うものとする。 

当事業年度： «当事業年度委託費»円（«うち消費税額及び地方消費

税額»円 ） 

翌事業年度： «翌事業年度委託費»円（«うち消費税額及び地方消費

税額»円 ） 

（※１）当事業年度とは、令和７年４月１日から翌年の３月３１日までの１

事業年度をいう。 

（※２）当事業年度委託研究費の内訳は、別記１の 1のとおりとする。 

（※３）当事業年度及び翌事業年度における委託研究費は、本研究に

対し甲が行う評価等及び別記３一般条項第１６条に定める規定

により、甲が増額又は減額を行う場合がある。 

（５）当事業年度における研究目的及び内容： 別記１の３のとおりとする。

なお、本研究の実施にあたっては、別途、甲が承認した研究計画書

（甲の承認を得て変更されたものを含む。）に沿って進めるものとする。 

（６）別記の取扱い ：別記１ 委託研究費内訳等、別記２ 読替規定、別記３ 

一般条項、別記４ 知財条項、別記５ 特別条項は、本契約の一部であ

り、本契約に規定されているものとして扱われる。なお、別記において、

一般条項又は知財条項と特別条項との間に矛盾が生じる場合は、特

別条項の定めが優先して適用されるものとする。 

 

«文書番号種別»第«文書番号»号 

覚書 
 

国立研究開発法人科学技術振興機構（以下「甲」という。）と«契約先機関

名»（以下「乙」という。）は、下記契約項目（１）に記載の研究題目等につい

て、次のとおり合意し、覚書（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

（契約項目） 

 甲は、乙を「«大学等/企業等»」とし、次の研究への参加を認め、乙は当該

研究への参加に際し本覚書を遵守する。 

（１）研究題目等：  

契約番号 「 «契約 ID» 」  

事業 「 経済安全保障重要技術育成プログラム（基金） 」（以下「本事

業」という。） 

研究タイプ 「 «研究タイプ» 」  

研究領域 「 «研究領域» 」  

研究課題 「 «研究課題名» 」  

研究代表者 「 «研究代表者氏名» 」  

研究題目 「 «研究題目» 」  

（２）研究担当者： «所属部署名»  

  «研究担当者氏名» «研究担当者役職»  

（３）契約期間： «契約期間開始日»から«契約期間終了予定日»まで（本

研究が中止された場合はその時まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）当事業年度における研究目的及び内容： 別記１のとおりとする。な

お、本研究の実施にあたっては、別途、甲が承認した研究計画書（甲

の承認を得て変更されたものを含む。）に沿って進めるものとする。 

（５）別記の取扱い ：別記１ 研究目的等、別記２ 読替規定、別記３ 一般

条項、別記４ 知財条項、別記５ 特別条項は、本契約の一部であり、

本契約に規定されているものとして扱われる。なお、別記において、一

般条項又は知財条項と特別条項との間に矛盾が生じる場合は、特別

条項の定めが優先して適用されるものとする。 

 

«文書番号種別»第«文書番号»号 

覚書 
 

国立研究開発法人科学技術振興機構（以下「甲」という。）と«契約先機関

名»（以下「乙」という。）は、下記契約項目（１）に記載の研究題目等につい

て、次のとおり合意し、覚書（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

（契約項目） 

 甲は、乙を「«大学等/企業等»」とし、次の研究への参加を認め、乙は当該

研究への参加に際し本覚書を遵守する。 

（１）研究題目等：  

契約番号 「 «契約 ID» 」  

事業 「 経済安全保障重要技術育成プログラム（基金） 」（以下「本事

業」という。） 

研究タイプ 「 «研究タイプ» 」  

研究領域 「 «研究領域» 」  

研究課題 「 «研究課題名» 」  

研究代表者 「 «研究代表者氏名» 」  

研究題目 「 «研究題目» 」  

（２）研究担当者： «所属部署名»  

  «研究担当者氏名» «研究担当者役職»  

（３）契約期間： «契約期間開始日»から«契約期間終了予定日»まで（本

研究が中止された場合はその時まで） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）当事業年度における研究目的及び内容： 別記１のとおりとする。な

お、本研究の実施にあたっては、別途、甲が承認した研究計画書（甲

の承認を得て変更されたものを含む。）に沿って進めるものとする。 

（５）別記の取扱い ：別記１ 研究目的等、別記２ 読替規定、別記３ 一般

条項、別記４ 知財条項、別記５ 特別条項は、本契約の一部であり、

本契約に規定されているものとして扱われる。なお、別記において、一

般条項又は知財条項と特別条項との間に矛盾が生じる場合は、特別

条項の定めが優先して適用されるものとする。 

 

 

 

水色マーカー：令和７年

４月版「経済安全保障重

要技術育成プログラム」

委託研究契約書と「経済

安全保障重要技術育成

プログラム」覚書（委託研

究費不要機関用）との相

違箇所 
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本契約の締結を証するため、本契約書２通を作成し、甲及び乙それぞれ

記名押印の上、各自１通を保管する。 

 

«契約締結日» 

（甲） 東京都千代田区九段北四丁目１番７号 

国立研究開発法人科学技術振興機構 

分任研究契約担当者 

 

（乙） 

 

 

 

 

 

別記１ 委託研究費内訳等 

１ 当事業年度委託研究費の内訳 

直接経費 

費目 金額（円） 

物品費 «物品費» 

旅費 «旅費» 

人件費・謝金 «人件費・謝金» 

その他 «その他» 

直接経費計 «直接経費計» 

間接経費 [間接経費率«間接

経費率»％] 

«当年度委託費（間接経費）

» 

合計（直接経費計＋間接経費） «当年度委託費（合計）» 

（※１）消費税額及び地方消費税額を含む。 

（※２）契約項目（３）に定める契約期間において翌事業年度が存在する場

合、翌事業年度以降における委託研究費の内訳は、当該事業年度に

おける研究計画書に基づき当該事業年度が開始するまでに取り決め

るものとする。 

（※３）間接経費率とは、間接経費を算出するための直接経費計に乗ずる係

数である。 

 

 ２ 本契約における費目間流用の取扱い 

本研究の実施上必要に応じ、直接経費の各費目に係る金額を直接

経費の他の費目に流用することができるものとし、費目ごとの当該流

用に係る額が直接経費の総額の５０％（この額が以下に定める最低

基準額に満たない場合は当該最低基準額）を超える場合は、事前に

甲の承認を得るものとする。 

事業 研究タイプ 最低基準額 

経済安全保障重要技術 

育成プログラム 

全ての研究タイプ ５００万円 

 

 

３ 当事業年度における研究目的及び内容 

«当年度目的» 

 

本契約の締結を証するため、本覚書２通を作成し、甲及び乙それぞれ記

名押印の上、各自１通を保管する。 

 

«契約締結日» 

（甲） 東京都千代田区九段北四丁目１番７号 

国立研究開発法人科学技術振興機構 

分任研究契約担当者 

 

（乙） 

 

 

 

 

 

別記１ 研究目的等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事業年度における研究目的及び内容 

«当年度目的» 

 

 

本契約の締結を証するため、本覚書２通を作成し、甲及び乙それぞれ記

名押印の上、各自１通を保管する。 

 

«契約締結日» 

（甲） 東京都千代田区九段北四丁目１番７号 

国立研究開発法人科学技術振興機構 

分任研究契約担当者 

 

（乙） 

 

 

 

 

 

別記１ 研究目的等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事業年度における研究目的及び内容 

«当年度目的» 
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別記２ 読替規定 

契約項目（１）に掲げる事業及び研究タイプにより、本契約における用語を以

下のとおり読み替えるものとする。 

 

事業 研究タイプ 読替内容 

経済安全保障重要技術

育成プログラム 

全ての研究タイプ 「研究」を「研究開発」に 

「研究領域」を「研究開

発構想」に 

「研究課題」を「研究開

発課題」に 

 

「この頁、以下余白」 

 

別記２ 読替規定 

契約項目（１）に掲げる事業及び研究タイプにより、本契約における用語を以

下のとおり読み替えるものとする。 

 

事業 研究タイプ 読替内容 

経済安全保障重要技術

育成プログラム 

全ての研究タイプ 「研究」を「研究開発」に 

「研究領域」を「研究開

発構想」に 

「研究課題」を「研究開

発課題」に 

 

「この頁、以下余白」 

 

別記２ 読替規定 

契約項目（１）に掲げる事業及び研究タイプにより、本契約における用語を以

下のとおり読み替えるものとする。 

 

事業 研究タイプ 読替内容 

経済安全保障重要技術

育成プログラム 

全ての研究タイプ 「研究」を「研究開発」に 

「研究領域」を「研究開

発構想」に 

「研究課題」を「研究開

発課題」に 

 

「この頁、以下余白」 
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別記３ 一般条項 

（定義） 

第１条 本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定

めるところによる。 

（１）「本研究」とは、甲から乙に対して委託される契約項目(１)に記載の研

究をいう。 

（２）「本契約等」とは、本研究を実施するために甲と乙との間で締結する全

ての研究契約（本契約を含む。）を総称していう。 

（３）「委託研究費」とは、直接経費と間接経費により構成される経費をい

う。 

（４）「直接経費」とは、本研究の実施に直接的に必要な経費をいう。 

（５）「間接経費」とは、本研究の実施に伴う乙の管理等に必要な経費とし

て乙が使用する経費をいう。 

（６）「研究担当者」とは、本研究を中心的に行う者として契約項目(２)に掲

げる者をいう。 

（７）「研究者等」とは、研究担当者及び本研究に従事する研究員、技術

員、研究補助員、学生等を個別に又は総称していう。 

（８）「契約期間」とは、本契約に基づき本研究を行う契約項目（３）に記載

の期間（本研究が中止された場合はその時までの期間）をいう。 

（９）「研究期間」とは、本契約等に基づき本研究を行う通算期間（本研究

が中止された場合はその時までの期間）をいう。 

（１０）「事務処理説明書」とは、本研究の事務処理のために甲が定める事

務処理説明書及びこれに付帯して甲が提示する関係資料を含めた総

称をいう。 

（１１）「事業年度」とは、各年４月１日から翌年の３月３１日までの１年間をい

う。 

（１２）「研究計画書」とは、甲が承認した本研究に係る計画書（その後の変

更を含む。）の総称をいう。 

（１３）「大学等」とは、以下に掲げる研究機関の総称をいう。 

ア 国立大学法人、公立大学、私立大学等の学校法人 

イ 国公立研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人等の公的研

究機関 

ウ 公益法人等の公的性格を有する機関であって、甲が認めるもの 

（１４）「企業等」とは「大学等」以外の研究機関の総称をいう。 

（１５）「不正行為等」とは、以下に掲げる不正行為、不正使用及び不正受

給を総称していう。 

ア 「不正行為」とは、研究活動において行われた故意又は研究者とし

てわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投

稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結

果等の捏造、改ざん及び盗用をいう。 

イ 「不正使用」とは、研究活動における虚偽の請求に基づく競争的

研究費等の使用、競争的研究費等の他の目的又は用途への使

用、その他法令、若しくは応募要件又は契約等に違反した競争的

研究費等の使用をいう。 

ウ 「不正受給」とは、偽りその他不正の手段により研究活動の対象課

題として採択されることをいう。 

（１６）「競争的研究費」とは、大学等、企業等において、府省等の公募によ

り競争的に獲得される経費のうち、研究に係るものをいう。本契約の締

結以前において、競争的資金として整理されてきたものを含む。 

（１７）「競争的研究費等」とは、以下に掲げる研究資金を総称していう。 

別記３ 一般条項 

（定義） 

第１条 本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定

めるところによる。 

（１）「本研究」とは、乙が実施する契約項目(１)に記載の研究をいう。 

 

（２）「本契約等」とは、本研究を実施するために甲と乙との間で締結する全

ての研究契約（本契約を含む。）を総称していう。 

 

 

 

 

 

（３）「研究担当者」とは、本研究を中心的に行う者として契約項目(２)に掲

げる者をいう。 

（４）「研究者等」とは、研究担当者及び本研究に従事する研究員、技術

員、研究補助員、学生等を個別に又は総称していう。 

（５）「契約期間」とは、本契約に基づき本研究を行う契約項目（３）に記載

の期間（本研究が中止された場合はその時までの期間）をいう。 

（６）「研究期間」とは、本契約等に基づき本研究を行う通算期間（本研究

が中止された場合はその時までの期間）をいう。 

（７）「事務処理説明書」とは、本研究の事務処理のために甲が定める事務

処理説明書及びこれに付帯して甲が提示する関係資料を含めた総称

をいう。 

（８）「事業年度」とは、各年４月１日から翌年の３月３１日までの１年間をい

う。 

（９）「研究計画書」とは、甲が承認した本研究に係る計画書（その後の変

更を含む。）の総称をいう。 

（１０）「大学等」とは、以下に掲げる研究機関の総称をいう。 

ア 国立大学法人、公立大学、私立大学等の学校法人 

イ 国公立研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人等の公的研

究機関 

ウ 公益法人等の公的性格を有する機関であって、甲が認めるもの 

（１１）「企業等」とは「大学等」以外の研究機関の総称をいう。 

（１２）「不正行為等」とは、以下に掲げる不正行為、不正使用及び不正受

給を総称していう。 

ア 「不正行為」とは、研究活動において行われた故意又は研究者とし

てわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投

稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結

果等の捏造、改ざん及び盗用をいう。 

イ 「不正使用」とは、研究活動における虚偽の請求に基づく競争的

研究費等の使用、競争的研究費等の他の目的又は用途への使

用、その他法令、若しくは応募要件又は契約等に違反した競争的

研究費等の使用をいう。 

ウ 「不正受給」とは、偽りその他不正の手段により研究活動の対象課

題として採択されることをいう。 

（１３）「競争的研究費」とは、大学等、企業等において、府省等の公募によ

り競争的に獲得される経費のうち、研究に係るものをいう。本契約の締

結以前において、競争的資金として整理されてきたものを含む。 

（１４）「競争的研究費等」とは、以下に掲げる研究資金を総称していう。 

別記３ 一般条項 

（定義） 

第１条 本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定

めるところによる。 

（１）「本研究」とは、乙が実施する契約項目(１)に記載の研究をいう。 

 

（２）「本契約等」とは、本研究を実施するために甲と乙との間で締結する全

ての研究契約（本契約を含む。）を総称していう。 

 

 

 

 

 

（３）「研究担当者」とは、本研究を中心的に行う者として契約項目(２)に掲

げる者をいう。 

（４）「研究者等」とは、研究担当者及び本研究に従事する研究員、技術

員、研究補助員、学生等を個別に又は総称していう。 

（５）「契約期間」とは、本契約に基づき本研究を行う契約項目（３）に記載

の期間（本研究が中止された場合はその時までの期間）をいう。 

（６）「研究期間」とは、本契約等に基づき本研究を行う通算期間（本研究

が中止された場合はその時までの期間）をいう。 

（７）「事務処理説明書」とは、本研究の事務処理のために甲が定める事務

処理説明書及びこれに付帯して甲が提示する関係資料を含めた総称

をいう。 

（８）「事業年度」とは、各年４月１日から翌年の３月３１日までの１年間をい

う。 

（９）「研究計画書」とは、甲が承認した本研究に係る計画書（その後の変

更を含む。）の総称をいう。 

（１０）「大学等」とは、以下に掲げる研究機関の総称をいう。 

ア 国立大学法人、公立大学、私立大学等の学校法人 

イ 国公立研究機関、公設試験研究機関、独立行政法人等の公的研

究機関 

ウ 公益法人等の公的性格を有する機関であって、甲が認めるもの 

（１１）「企業等」とは「大学等」以外の研究機関の総称をいう。 

（１２）「不正行為等」とは、以下に掲げる不正行為、不正使用及び不正受

給を総称していう。 

ア 「不正行為」とは、研究活動において行われた故意又は研究者とし

てわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投

稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結

果等の捏造、改ざん及び盗用をいう。 

イ 「不正使用」とは、研究活動における虚偽の請求に基づく競争的

研究費等の使用、競争的研究費等の他の目的又は用途への使

用、その他法令、若しくは応募要件又は契約等に違反した競争的

研究費等の使用をいう。 

ウ 「不正受給」とは、偽りその他不正の手段により研究活動の対象課

題として採択されることをいう。 

（１３）「競争的研究費」とは、大学等、企業等において、府省等の公募によ

り競争的に獲得される経費のうち、研究に係るものをいう。本契約の締

結以前において、競争的資金として整理されてきたものを含む。 

（１４）「競争的研究費等」とは、以下に掲げる研究資金を総称していう。 
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ア 競争的研究費 

イ 競争的研究費以外で国の行政機関及び独立行政法人（甲を含

む。）が直接配分する研究資金 

ウ その他国の行政機関から予算が配分され又は措置され、独立行

政法人自ら又は他に配分され研究活動を行う研究資金 

（１８）「取得物品」とは、本研究のために乙が直接経費により取得した物品

等をいう。 

（１９）「提供物品」とは、本研究の実施上の必要のために乙の使用が認め

られる甲所有の物品等のうち取得物品以外のものをいう。 

（２０）「研究成果」とは、本契約等に基づき本研究において得られた成果

をいう。 

 

（法令及び指針等の遵守・善管注意義務） 

第２条 乙は、本研究を実施する上で、委託研究費の原資が公的資金である

ことを十分認識し、関係する法令等を遵守するものとし、また、本研究を

効率的に実施するよう努めなければならない。 

２ 乙は、本事業の趣旨を踏まえつつ、本契約、事務処理説明書、研究計画

書に従って本研究を善良なる管理者の注意をもって、適正かつ誠実に実

施するものとする。 

３ 乙は、乙の責任において、「研究活動における不正行為への対応等に関

するガイドライン（平成２６年８月２６日文部科学大臣決定。その後の改正

を含む。）」及び「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライ

ン（実施基準）（平成１９年２月１５日文部科学大臣決定／令和３年２月１

日改正。その後の改正を含む。）」（以下「ガイドライン等」という。）を遵守

し、不正行為等を防止するための体制の整備及び必要な手続き等を行

わなければならない。 

４ 甲は、ガイドライン等に基づく文部科学省又は甲の決定等に従って、乙

に対して配分する全研究費（本研究以外の研究費を含む。以下「全研究

費等」という。）に係る間接経費の削減、全研究費等の配分停止等必要な

措置等を指示することができるものとし、乙は甲の指示に従うものとする。 

５ 乙は、本条第１項及び第２項に定める乙の義務と同様の義務を研究者等

にも遵守させるとともに、研究者等をしてガイドライン等の内容を十分認

識させ、不正行為等の未然防止策の一環として、甲の指定する研究倫理

に関する教材等を履修させなければならない。 

 

（調査） 

第２条の２ 甲は、本研究の進捗状況及び委託研究費の使用状況について

調査する必要があると認めるときは、甲の職員又は甲の指定する者に本

研究にかかる進捗状況及び帳簿、証拠書類のほか、関連する物件等を

調査させることができる。 

２  乙は、前項の調査に協力しなければならない。 

 

（委託研究費の支払い） 

第３条 乙は、甲が別途指定する委託研究費の支払方法に従い請求書を作

成し、甲にこれを送付する。請求書に記載される金額の総額は直接経費

及び間接経費の合計額とし、間接経費は、甲が乙に支払う直接経費に

別記１の１記載の間接経費率を乗じた額を超えないものとする。 

２ 甲は、必要あると認める場合、前項の請求書が甲に到達した日の翌月末

日までに、当該請求書に記載された委託研究費の請求額を乙に支払うも

のとする。 

ア 競争的研究費 

イ 競争的研究費以外で国の行政機関及び独立行政法人（甲を含

む。）が直接配分する研究資金 

ウ その他国の行政機関から予算が配分され又は措置され、独立行

政法人自ら又は他に配分され研究活動を行う研究資金 

 

 

（１５）「提供物品」とは、本研究の実施上の必要のために乙の使用が認め

られる甲所有の物品等のうち取得物品以外のものをいう。 

（１６）「研究成果」とは、本契約等に基づき本研究において得られた成果

をいう。 

 

（法令及び指針等の遵守・善管注意義務） 

第２条 乙は、本研究を実施する上で、本事業が公的資金により実施される

ものであることを十分認識し、関係する法令等を遵守するものとし、また、

本研究を効率的に実施するよう努めなければならない。 

２ 乙は、本事業の趣旨を踏まえつつ、本契約、事務処理説明書、研究計画

書に従って本研究を善良なる管理者の注意をもって、適正かつ誠実に実

施するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 乙は、本条第１項及び第２項に定める乙の義務と同様の義務を研究者等

にも遵守させるとともに、不正行為等の未然防止策の一環として、甲の指

定する研究倫理に関する教材等を履修させなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 競争的研究費 

イ 競争的研究費以外で国の行政機関及び独立行政法人（甲を含

む。）が直接配分する研究資金 

ウ その他国の行政機関から予算が配分され又は措置され、独立行

政法人自ら又は他に配分され研究活動を行う研究資金 

 

 

（１５）「提供物品」とは、本研究の実施上の必要のために乙の使用が認め

られる甲所有の物品等のうち取得物品以外のものをいう。 

（１６）「研究成果」とは、本契約等に基づき本研究において得られた成果

をいう。 

 

（法令及び指針等の遵守・善管注意義務） 

第２条 乙は、本研究を実施する上で、本事業が公的資金により実施される

ものであることを十分認識し、関係する法令等を遵守するものとし、また、

本研究を効率的に実施するよう努めなければならない。 

２ 乙は、本事業の趣旨を踏まえつつ、本契約、事務処理説明書、研究計画

書に従って本研究を善良なる管理者の注意をもって、適正かつ誠実に実

施するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 乙は、本条第１項及び第２項に定める乙の義務と同様の義務を研究者等

にも遵守させるとともに、不正行為等の未然防止策の一環として、甲の指

定する研究倫理に関する教材等を履修させなければならない。 
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（概算払い） 

第３条の２ 甲は、乙に対し必要あると認めるときは、契約期間の中途におい

て本研究の実施に要する経費を乙に支払うことができるものとする。（以下

「概算払い」という。） 

２ 乙は、甲より委託研究費の概算払いを受けた場合は、当該委託研究費を

本研究以外の使途に使用してはならない。 

 

（帳簿等の整理） 

第４条 乙は、本研究に要した委託研究費を明らかにするため、本研究に関

する帳簿を常に整備し、支出の証拠書類と共に、研究期間終了日の属

する事業年度末の翌日から５年間が経過するまでは保管するものとす

る。 

２ 乙は、甲が要求した場合には、前項に定める帳簿及び証拠書類のほか、

関連する物件を甲の指定する期日までに提出しなければならない。 

 

（取得物品の帰属等）  

第５条 乙が、契約項目において大学等と認められたときは、取得物品の所

有権は、乙に帰属するものとする。 

２ 乙が、契約項目において企業等と認められたときは、次の各号の規定に

従うものとする。 

（１）取得物品のうち、取得価額が５０万円以上かつ使用可能期間が１年以

上のものの所有権は、甲に帰属するものとする。乙は、当該取得物品

を研究期間終了までの間、本研究のために無償で使用することができ

るものとし、善良なる管理者の注意をもってこれを管理するものとする。

当該期間中、当該取得物品の公租公課は、甲の負担とする。 

（２）前号以外の取得物品の所有権は、乙に帰属するものとする。 

（３）乙は、甲の職員又は甲の指定する者による乙の施設に対する立入り

又は取得物品の検査の申し出があった場合、これに応じるものとす

る。 

（４）乙は、取得物品に対し、抵当権、質権その他一切の担保物権を設定して

はならない。 

 

（提供物品の使用等） 

第６条 乙は、提供物品がある場合、これを研究期間終了までの間、本研究

のために無償で使用することができるものとし、善良なる管理者の注意を

もってこれを管理するものとする。当該期間中、当該提供物品の公租公

課は、甲の負担とする。 

２ 乙は、甲の職員又は甲の指定する者による乙の施設に対する立入り又は

提供物品の検査の申し出があった場合、これに応じるものとする。 

 

（研究期間終了後の物品等の取扱い） 

第７条 甲は、契約項目において大学等と認められた乙が使用する提供物

品について、研究期間終了後遅滞なく当該提供物品を乙に譲渡し、乙

は、本研究の発展のため当該提供物品を使用するものとする。ただし、

甲が使用又は処分等を必要とする場合は、この限りではない。 

２ 契約項目において企業等と認められた乙は、使用する甲帰属の取得物

品及び提供物品（以下「取得物品等」という。）について、研究期間終了

後遅滞なく有償で甲から借り受け本研究の発展のため当該取得物品等

を使用し、当該取得物品等の耐用年数経過後甲から買い取るものとす

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提供物品の使用等） 

第３条 乙は、提供物品がある場合、これを研究期間終了までの間、本研究

のために無償で使用することができるものとし、善良なる管理者の注意を

もってこれを管理するものとする。当該期間中、当該提供物品の公租公

課は、甲の負担とする。 

２ 乙は、甲の職員又は甲の指定する者による乙の施設に対する立入り又は

提供物品の検査の申し出があった場合、これに応じるものとする。 

 

（研究期間終了後の提供物品の取扱い） 

第４条 甲は、契約項目において大学等と認められた乙が使用する提供物

品について、研究期間終了後遅滞なく当該提供物品を乙に譲渡し、乙

は、本研究の発展のため当該提供物品を使用するものとする。ただし、

甲が使用又は処分等を必要とする場合は、この限りではない。 

２ 契約項目において企業等と認められた乙は、使用する提供物品につい

て、研究期間終了後遅滞なく本研究の発展のため甲から買い取るものと

する。ただし、甲が使用又は処分等を必要とする場合は、この限りではな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提供物品の使用等） 

第３条 乙は、提供物品がある場合、これを研究期間終了までの間、本研究

のために無償で使用することができるものとし、善良なる管理者の注意を

もってこれを管理するものとする。当該期間中、当該提供物品の公租公

課は、甲の負担とする。 

２ 乙は、甲の職員又は甲の指定する者による乙の施設に対する立入り又は

提供物品の検査の申し出があった場合、これに応じるものとする。 

 

（研究期間終了後の提供物品の取扱い） 

第４条 甲は、契約項目において大学等と認められた乙が使用する提供物

品について、研究期間終了後遅滞なく当該提供物品を乙に譲渡し、乙

は、本研究の発展のため当該提供物品を使用するものとする。ただし、

甲が使用又は処分等を必要とする場合は、この限りではない。 

２ 契約項目において企業等と認められた乙は、使用する提供物品につい

て、研究期間終了後遅滞なく本研究の発展のため甲から買い取るものと

する。ただし、甲が使用又は処分等を必要とする場合は、この限りではな

い。 
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る。ただし、甲が使用又は処分等を必要とする場合は、この限りではな

い。 

３ 前項にかかわらず、研究期間終了後乙が取得物品等の買い受けを希望

し、甲がこれを承諾したときは、乙は、有償借り受けを経ることなく又は耐

用年数経過前に当該取得物品等を買い受けることができるものとする。 

 

（再委託） 

第８条 乙は、本研究の全部又は一部を第三者に委託（以下「再委託」とい

う。）してはならない。ただし、乙は、甲が本研究の実施上特に必要である

と判断し事前に承認した場合に限り、本研究の一部を再委託することが

できる。 

 

（秘密保持） 

第９条 甲及び乙は、本研究の実施にあたり相手方より開示を受け又は知り

得た相手方の技術上及び営業上その他の一切の情報のうち相手方より

秘密である旨の書面による明示があった情報（以下「秘密情報」という。）

について、これを第三者に開示・漏洩してはならない。ただし、相手方の

書面による事前の承諾を受けた場合を除く。 

２ 甲及び乙は、秘密情報に関する資料及び秘密情報を保存した媒体等に

ついて適切に管理しなければならない。 

３ 前二項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、本

条第１項及び第２項の規定は適用しない。 

（１）開示を受け又は知得した時点において、既に自己が保有していたことを

証明できる情報 

（２）開示を受け又は知得した時点において、既に公知となっていた情報 

（３）開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報 

（４）正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得したこと

を証明できる情報 

（５）相手方から開示された情報とは無関係に独自に開発・取得したことを証

明できる情報 

（６）公開を前提として相手方から提出を受けた文書に記載された情報 

４ 甲及び乙は、秘密情報について、法令により開示が義務付けられている

とき、又は関係する府省若しくは裁判所その他の公的機関に開示を求め

られたときは、必要かつ相当な範囲でこれを開示することができる。ただ

し、開示する場合は、速やかに相手方へその内容を書面にて通知するも

のとする。 

５ 乙は、研究者等、その他本研究に関与する者が本条と同様の秘密保持

義務を負うよう措置するものとし、その所属を離れた後も本条と同様の秘

密保持義務を負うよう措置するものとする。 

６ 甲及び乙が、知的財産権の実施許諾を目的として秘密情報を公開前に

第三者に開示する場合は、事前に相手方の書面による承諾を得ることを

要し、当該第三者に対しては秘密保持義務を課すものとする。 

７ 本条の効力は研究期間終了後５年間存続するものとする。 

 

（個人情報の取扱い） 

第９条の２ 乙は、本研究の実施にあたり取得した個人情報（生存する個人に

関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述

等により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合すること

ができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含

む。）をいう。以下「当該個人情報」という。）については、善良な管理者の

 

 

 

 

 

 

（再委託） 

第５条 乙は、本研究の全部又は一部を第三者に委託（以下「再委託」とい

う。）してはならない。ただし、乙は、甲が本研究の実施上特に必要である

と判断し事前に承認した場合に限り、本研究の一部を再委託することが

できる。 

 

（秘密保持） 

第６条 甲及び乙は、本研究の実施にあたり相手方より開示を受け又は知り

得た相手方の技術上及び営業上その他の一切の情報のうち相手方より

秘密である旨の書面による明示があった情報（以下「秘密情報」という。）

について、これを第三者に開示・漏洩してはならない。ただし、相手方の

書面による事前の承諾を受けた場合を除く。 

２ 甲及び乙は、秘密情報に関する資料及び秘密情報を保存した媒体等に

ついて適切に管理しなければならない。 

３ 前二項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、本

条第１項及び第２項の規定は適用しない。 

（１）開示を受け又は知得した時点において、既に自己が保有していたことを

証明できる情報 

（２）開示を受け又は知得した時点において、既に公知となっていた情報 

（３）開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報 

（４）正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得したこと

を証明できる情報 

（５）相手方から開示された情報とは無関係に独自に開発・取得したことを証

明できる情報 

（６）公開を前提として相手方から提出を受けた文書に記載された情報 

４ 甲及び乙は、秘密情報について、法令により開示が義務付けられている

とき、又は関係する府省若しくは裁判所その他の公的機関に開示を求め

られたときは、必要かつ相当な範囲でこれを開示することができる。ただ

し、開示する場合は、速やかに相手方へその内容を書面にて通知するも

のとする。 

５ 乙は、研究者等、その他本研究に関与する者が本条と同様の秘密保持

義務を負うよう措置するものとし、その所属を離れた後も本条と同様の秘

密保持義務を負うよう措置するものとする。 

６ 甲及び乙が、知的財産権の実施許諾を目的として秘密情報を公開前に

第三者に開示する場合は、事前に相手方の書面による承諾を得ることを

要し、当該第三者に対しては秘密保持義務を課すものとする。 

７ 本条の効力は研究期間終了後５年間存続するものとする。 

 

（個人情報の取扱い） 

第７条 乙は、本研究の実施にあたり取得した個人情報（生存する個人に関

する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等

により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することが

でき、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含

む。）をいう。以下「当該個人情報」という。）については、善良な管理者の

 

 

 

 

 

 

（再委託） 

第５条 乙は、本研究の全部又は一部を第三者に委託（以下「再委託」とい

う。）してはならない。ただし、乙は、甲が本研究の実施上特に必要である

と判断し事前に承認した場合に限り、本研究の一部を再委託することが

できる。 

 

（秘密保持） 

第６条 甲及び乙は、本研究の実施にあたり相手方より開示を受け又は知り

得た相手方の技術上及び営業上その他の一切の情報のうち相手方より

秘密である旨の書面による明示があった情報（以下「秘密情報」という。）

について、これを第三者に開示・漏洩してはならない。ただし、相手方の

書面による事前の承諾を受けた場合を除く。 

２ 甲及び乙は、秘密情報に関する資料及び秘密情報を保存した媒体等に

ついて適切に管理しなければならない。 

３ 前二項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、本

条第１項及び第２項の規定は適用しない。 

（１）開示を受け又は知得した時点において、既に自己が保有していたことを

証明できる情報 

（２）開示を受け又は知得した時点において、既に公知となっていた情報 

（３）開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報 

（４）正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく取得したこと

を証明できる情報 

（５）相手方から開示された情報とは無関係に独自に開発・取得したことを証

明できる情報 

（６）公開を前提として相手方から提出を受けた文書に記載された情報 

４ 甲及び乙は、秘密情報について、法令により開示が義務付けられている

とき、又は関係する府省若しくは裁判所その他の公的機関に開示を求め

られたときは、必要かつ相当な範囲でこれを開示することができる。ただ

し、開示する場合は、速やかに相手方へその内容を書面にて通知するも

のとする。 

５ 乙は、研究者等、その他本研究に関与する者が本条と同様の秘密保持

義務を負うよう措置するものとし、その所属を離れた後も本条と同様の秘

密保持義務を負うよう措置するものとする。 

６ 甲及び乙が、知的財産権の実施許諾を目的として秘密情報を公開前に

第三者に開示する場合は、事前に相手方の書面による承諾を得ることを

要し、当該第三者に対しては秘密保持義務を課すものとする。 

７ 本条の効力は研究期間終了後５年間存続するものとする。 

 

（個人情報の取扱い） 

第７条 乙は、本研究の実施にあたり取得した個人情報（生存する個人に関

する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等

により特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することが

でき、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含

む。）をいう。以下「当該個人情報」という。）については、善良な管理者の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R7覚書_対照表 

 8 / 19 

 

注意をもって管理しなければならない。 

２ 乙は、当該個人情報の取扱いについて、個人情報保護に関する法令及

びガイドライン等を遵守しなければならない。なお、甲が当該個人情報に

係る適切な管理のために乙に対して必要な事項について指示を行う場

合、乙は、これに従うものとする。 

 

（委託研究実績報告書及び精算） 

第１０条 乙は、契約期間中において、毎事業年度終了の都度、その翌事業

年度の５月３１日までに甲に対し委託研究実績報告書及び事務処理説

明書等で指定する関連書類（以下「委託研究実績報告書等」という。）を

提出するものとする。ただし、本契約の終了日が３月末日以外となる場合

の当該事業年度に係る委託研究実績報告書等の提出期限は、契約期

間終了後６１日以内で甲が別途指定する日とする。 

２ 甲は、前項の委託研究実績報告書等を審査した結果、経費の支出状況

が適切であると認めたときは、当該事業年度における委託研究費の金額

と本研究の実施に要した経費の額のうち適切と認めた額とのいずれか低

い金額を、甲が当該事業年度において支払うべき経費の額として、精算

する。 

３ 乙は、既に支払を受けた委託研究費が前項の甲が支払うべき経費の額

を超えた場合は、その超えた金額を甲の指示に従い返還するものとす

る。 

４ 乙は、契約項目において大学等と認められ、かつ契約項目(３)に定める

契約期間において翌事業年度が存在する場合に限り、前項の規定にか

かわらず、甲が別途定める書面を甲が指定する期日までに提出すること

を条件に、当該事業年度における委託研究費の未使用額を甲に返還す

ることなく繰越して翌事業年度の委託研究費と合わせて使用することがで

きる。 

 

（停止、中止又は期間の変更） 

第１１条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、委託研究費の使用の

停止又は中止及び本研究の停止又は中止を乙に指示することができる

ものとし、乙はこれに従うものとする。また、乙は、次の第１号から第３号の

いずれかの事由が発生した場合、速やかにその旨を甲に報告しなけれ

ばならない。 

（１）研究担当者の移籍、長期療養、死去、研究運営上の重大な問題その

他の事由の発生又は本研究に対し甲が行う評価により、本研究を継

続することが適切ではないと甲が判断した場合 

（２）一般条項第１２条、第１６条又は第１７条に定める本契約の解除事由

が発生した場合 

（３）天災その他やむを得ない事由がある場合 

（４）乙が一般条項第２条第４項に定める指示に従わない場合 

（５）乙が一般条項第２条第５項に定める義務を果たさない場合 

２ 前項により甲から本研究の中止を指示された場合、本研究はその時点で

終了し、前条に従い、乙は委託研究実績報告書等を甲に提出し、甲乙

間で委託研究費の精算を行う。 

３ 本条第１項に基づき甲から委託研究費の使用の停止若しくは中止又は本

研究の停止若しくは中止を指示されたことにより乙に損害が生じても、甲

は一切の責任を負わない。 

４ 甲及び乙は、両者合意の上、別途、研究計画書記載の研究期間の範囲

内において契約期間を延長、又は短縮することができる。 

注意をもって管理しなければならない。 

２ 乙は、当該個人情報の取扱いについて、個人情報保護に関する法令及

びガイドライン等を遵守しなければならない。なお、甲が当該個人情報に

係る適切な管理のために乙に対して必要な事項について指示を行う場

合、乙は、これに従うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（停止、中止又は期間の変更） 

第８条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、本研究の停止又は中

止を乙に指示することができるものとし、乙はこれに従うものとする。また、

乙は、次の第１号から第３号のいずれかの事由が発生した場合、速やか

にその旨を甲に報告しなければならない。 

 

（１）研究担当者の移籍、長期療養、死去、研究運営上の重大な問題その

他の事由の発生又は本研究に対し甲が行う評価により、本研究を継

続することが適切ではないと甲が判断した場合 

（２）一般条項第９条、第１３条又は第１４条に定める本契約の解除事由が

発生した場合 

（３）天災その他やむを得ない事由がある場合 

 

（４）乙が一般条項第２条第３項に定める義務を果たさない場合 

 

 

 

２ 本条第１項に基づき甲から本研究の停止若しくは中止を指示されたことに

より乙に損害が生じても、甲は一切の責任を負わない。 

 

３ 甲及び乙は、両者合意の上、別途、研究計画書記載の研究期間の範囲

内において契約期間を延長、又は短縮することができる。 

注意をもって管理しなければならない。 

２ 乙は、当該個人情報の取扱いについて、個人情報保護に関する法令及

びガイドライン等を遵守しなければならない。なお、甲が当該個人情報に

係る適切な管理のために乙に対して必要な事項について指示を行う場

合、乙は、これに従うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（停止、中止又は期間の変更） 

第８条 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合、本研究の停止又は中

止を乙に指示することができるものとし、乙はこれに従うものとする。また、

乙は、次の第１号から第３号のいずれかの事由が発生した場合、速やか

にその旨を甲に報告しなければならない。 

 

（１）研究担当者の移籍、長期療養、死去、研究運営上の重大な問題その

他の事由の発生又は本研究に対し甲が行う評価により、本研究を継

続することが適切ではないと甲が判断した場合 

（２）一般条項第９条、第１３条又は第１４条に定める本契約の解除事由が

発生した場合 

（３）天災その他やむを得ない事由がある場合 

 

（４）乙が一般条項第２条第３項に定める義務を果たさない場合 

 

 

 

２ 本条第１項に基づき甲から本研究の停止若しくは中止を指示されたことに

より乙に損害が生じても、甲は一切の責任を負わない。 

 

３ 甲及び乙は、両者合意の上、別途、研究計画書記載の研究期間の範囲

内において契約期間を延長、又は短縮することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R7覚書_対照表 

 9 / 19 

 

 

（契約の解除） 

第１２条 乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、甲は何らの催告を要

せずに本契約を解除することができる。また、乙が次の各号のいずれか

に該当する場合は、本契約の解除の有無にかかわらず、甲は本契約に

基づき甲が支払った金員の全部又は一部の返還を請求できるものとし、

乙は、甲の指示に従い、その定める期限までに返還しなければならな

い。 

（１）乙が本契約等の締結又は本研究の履行に関し、不正又は不当な行

為を行ったとき 

（２）乙が本契約等に違反したとき 

（３）研究者等が不正行為等を行った事実を甲又は乙が認定したとき 

（４）乙に、ガイドライン等の公的研究費に係る国の定める指針等に対して

重大な違反があったとき 

（５）乙について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開

始、特別清算の申立てがなされ又はその原因となる事実が生じた場

合 

（６）乙が銀行取引停止処分を受け若しくは支払停止に陥り又はそのおそ

れが生じた場合 

（７）乙が差押を受け若しくは公租公課等の滞納処分を受け又はそのおそ

れが生じた場合 

（８）乙について、その他、支払能力の不安又は背信的行為の存在等、本

契約を継続することが著しく困難な事情が生じた場合 

２ 乙は、前項により甲が損害（弁護士費用その他の実費を含むがこれらに

限られない。）を被った場合は賠償の責を負うものとする。 

 

（不正行為等に係る研究者等の取扱い） 

第１３条 甲は、不正行為等を行った研究者等に対して、本事業を含む甲の

全ての事業について、甲が別途定める「研究活動における不正行為等へ

の対応に関する規則（その後の改正を含む。）」に基づく措置を行うことが

できるものとする。 

２ 甲は、競争的研究費（甲が所管するものを除く。）において不正行為等を

理由として措置を受けた研究者等について、当該措置の決定日に遡っ

て、前項の措置を行うことができるものとする。 

３ 甲は、競争的研究費等（甲が所管するものを除く。また、前項が適用され

るものを除く。）において不正行為等を理由として措置を受けた研究者等

について知得したときは、当該措置の決定日以降の措置日を定め、本条

第１項の措置を行うことができるものとする。 

 

（不正行為等の調査） 

第１４条 乙は、本研究に関して不正行為等に係る告発（報道や会計検査院

等の外部機関からの指摘による場合も含む。）を受け付けた場合又は自

らの調査により不正行為等が判明した場合（以下「告発等」という。）は、

予備調査を行うものとし、不正行為にあっては、あらかじめ乙が定めた期

限までに、不正使用又は不正受給にあっては、告発等の受付から３０日

以内に、告発等の合理性を確認し本調査の要否について、甲に書面を

もって報告しなければならない。 

２ 乙は、本調査が必要と判断した場合、調査委員会を設置し、調査方針、

調査対象及び調査方法等について甲に書面をもって報告し、協議しなけ

ればならない。 

 

（契約の解除） 

第９条 乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、甲は何らの催告を要

せずに本契約を解除することができる。 

 

 

 

 

（１）乙が本契約等の締結又は本研究の履行に関し、不正又は不当な行

為を行ったとき 

（２）乙が本契約等に違反したとき 

（３）研究者等が不正行為等を行った事実を甲又は乙が認定したとき 

 

 

（４）乙について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開

始、特別清算の申立てがなされ又はその原因となる事実が生じた場

合 

 

 

 

 

（５）乙について、その他、背信的行為の存在等、本契約を継続することが

著しく困難な事情が生じた場合 

２ 乙は、前項により甲が損害（弁護士費用その他の実費を含むがこれらに

限られない。）を被った場合は賠償の責を負うものとする。 

 

（不正行為等に係る研究者等の取扱い） 

第１０条 甲は、不正行為等を行った研究者等に対して、本事業を含む甲の

全ての事業について、甲が別途定める「研究活動における不正行為等へ

の対応に関する規則（その後の改正を含む。）」に基づく措置を行うことが

できるものとする。 

２ 甲は、競争的研究費（甲が所管するものを除く。）において不正行為等を

理由として措置を受けた研究者等について、当該措置の決定日に遡っ

て、前項の措置を行うことができるものとする。 

３ 甲は、競争的研究費等（甲が所管するものを除く。また、前項が適用され

るものを除く。）において不正行為等を理由として措置を受けた研究者等

について知得したときは、当該措置の決定日以降の措置日を定め、本条

第１項の措置を行うことができるものとする。 

 

（不正行為等の調査） 

第１１条 乙は、本研究に関して不正受給又は不正行為に係る告発（報道や

会計検査院等の外部機関からの指摘による場合も含む。）を受け付けた

場合又は自らの調査により不正受給又は不正行為が判明した場合（以下

「告発等」という。）は、予備調査を行うものとし、不正行為にあっては、あ

らかじめ乙が定めた期限までに、不正受給にあっては、告発等の受付か

ら３０日以内に、告発等の合理性を確認し本調査の要否について、甲に

書面をもって報告しなければならない。 

２ 乙は、本調査が必要と判断した場合、調査委員会を設置し、調査方針、

調査対象及び調査方法等について甲に書面をもって報告し、協議しなけ

ればならない。 

 

（契約の解除） 

第９条 乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、甲は何らの催告を要

せずに本契約を解除することができる。 

 

 

 

 

（１）乙が本契約等の締結又は本研究の履行に関し、不正又は不当な行

為を行ったとき 

（２）乙が本契約等に違反したとき 

（３）研究者等が不正行為等を行った事実を甲又は乙が認定したとき 

 

 

（４）乙について、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開

始、特別清算の申立てがなされ又はその原因となる事実が生じた場

合 

 

 

 

 

（５）乙について、その他、背信的行為の存在等、本契約を継続することが

著しく困難な事情が生じた場合 

２ 乙は、前項により甲が損害（弁護士費用その他の実費を含むがこれらに

限られない。）を被った場合は賠償の責を負うものとする。 

 

（不正行為等に係る研究者等の取扱い） 

第１０条 甲は、不正行為等を行った研究者等に対して、本事業を含む甲の

全ての事業について、甲が別途定める「研究活動における不正行為等へ

の対応に関する規則（その後の改正を含む。）」に基づく処分を行うことが

できるものとする。 

２ 甲は、競争的研究費（甲が所管するものを除く。）において不正行為等を

理由として処分を受けた研究者等について、当該処分の決定日に遡っ

て、前項の処分を行うことができるものとする。 

３ 甲は、競争的研究費等（甲が所管するものを除く。また、前項が適用され

るものを除く。）において不正行為等を理由として処分を受けた研究者等

について知得したときは、当該処分の決定日以降の処分日を定め、本条

第１項の処分を行うことができるものとする。 

 

（不正行為等の調査） 

第１１条 乙は、本研究に関して不正受給又は不正行為に係る告発（報道や

会計検査院等の外部機関からの指摘による場合も含む。）を受け付けた

場合又は自らの調査により不正受給又は不正行為が判明した場合（以下

「告発等」という。）は、予備調査を行うものとし、不正行為にあっては、あ

らかじめ乙が定めた期限までに、不正受給にあっては、告発等の受付か

ら３０日以内に、告発等の合理性を確認し本調査の要否について、甲に

書面をもって報告しなければならない。 

２ 乙は、本調査が必要と判断した場合、調査委員会を設置し、調査方針、

調査対象及び調査方法等について甲に書面をもって報告し、協議しなけ

ればならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該規則の改定（予定）

に伴う表現修正 
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３ 本調査が行われる場合、乙は、不正行為にあっては、あらかじめ乙が定

めた期限までに、不正使用又は不正受給にあっては、告発等の受付から

２１０日以内に、調査結果（不正行為等に関与した者がかかわる競争的

研究費等に係る不正行為等を含む。）、不正発生要因、監査・監督の状

況、乙が行った決定及び再発防止計画等を含む最終の調査結果につい

て、甲に書面をもって報告しなければならない。 

４ 乙は、最終の調査報告書を前項の提出期限までに提出することができな

いと見込まれるときは、本調査の進捗状況を含む調査報告書、並びに報

告遅延に係る合理的な事由及び最終の調査報告書の提出期限等に係

る書面を前項に定める提出期限までに甲に提出し、報告遅延に係る合

理的な事由及び最終の調査報告書の新たな提出期限について報告しな

ければならない。なお、この場合において、乙は、不正使用又は不正受

給の告発等に係る本調査に関しては、本調査の進捗状況及び甲が求め

る事項を踏まえた中間の調査報告書を併せて甲に提出するものとする。 

５ 乙は、調査に特段の支障がある等正当な事由がある場合を除き、甲の求

めに応じて、当該事案に関する資料の提出又は甲による閲覧及び甲の

指定する職員等による現地調査に応じなければならない。 

６ 甲は、本条第１項から第４項に定める報告の内容等が十分ではないと認

めるとき、乙において不正行為等の事実を確認したとき又は国の行政機

関からの要請等に基づき甲が特に必要と認めるとき、乙に対し、再調査そ

の他必要な指示を行うことができるものとし、乙はこれに従わなければなら

ない。 

７ 本条第３項において、乙が甲の認める正当な事由なく最終報告書を提出

しない場合又は第４項において、甲が報告遅延の合理的な事由を認め

ない場合、甲は、ガイドライン等に基づき、乙に対し配分する本事業に係

る翌事業年度以降の１か年度の間接経費措置額のうち甲の指定する割

合で一部削減する等、必要な措置等を指示できるものとし、乙はこれに

従う。 

８ 乙は調査により、競争的研究費等（研究終了分を含む。）において研究

者等による不正行為等の関与を認定した場合（不正行為等の事実を確

認した場合も含む。）は、調査過程であっても、速やかに甲に報告しなけ

ればならない。 

９ 甲は、本契約等に関して不正行為等が行われた疑いがあると判断した場

合、又は、乙から本研究以外の競争的研究費等における研究者等による

不正行為等への関与が認定された旨の報告があった場合、乙に対し、甲

が必要と認める間、委託研究費の使用停止を指示することができ、乙は

これに従うものとする。この場合、当該不正行為等がなかったことが明ら

かになったときでも、甲は、委託研究費の使用停止に基づく損害を賠償

する責を負わない。 

 

（乙の責任及び事故報告等） 

第１５条 本研究の過程で乙、研究者等、その他本研究に関与する者又は第

三者の生命、身体又は財産に損害が生じた場合、乙はその費用と責任

において解決するものとし、甲は一切の責任を負わないものとする。ただ

し、明らかに甲の責に帰すべき理由により損害が生じた場合は、この限り

ではない。 

２ 乙は、前項の損害が生じた場合、甲に対し速やかにその詳細を書面によ

り報告しなければならない。 

 

（特約） 

３ 本調査が行われる場合、乙は、不正行為にあっては、あらかじめ乙が定

めた期限までに、不正受給にあっては、告発等の受付から２１０日以内

に、調査結果（不正受給又は不正行為に関与した者がかかわる競争的

研究費等に係る不正受給又は不正行為を含む。）、不正発生要因、監

査・監督の状況、乙が行った決定及び再発防止計画等を含む最終の調

査結果について、甲に書面をもって報告しなければならない。 

４ 乙は、最終の調査報告書を前項の提出期限までに提出することができな

いと見込まれるときは、本調査の進捗状況を含む調査報告書、並びに報

告遅延に係る合理的な事由及び最終の調査報告書の提出期限等に係

る書面を前項に定める提出期限までに甲に提出し、報告遅延に係る合

理的な事由及び最終の調査報告書の新たな提出期限について報告しな

ければならない。なお、この場合において、乙は、不正受給の告発等に

係る本調査に関しては、本調査の進捗状況及び甲が求める事項を踏ま

えた中間の調査報告書を併せて甲に提出するものとする。 

５ 乙は、調査に特段の支障がある等正当な事由がある場合を除き、甲の求

めに応じて、当該事案に関する資料の提出又は甲による閲覧及び甲の

指定する職員等による現地調査に応じなければならない。 

６ 甲は、本条第１項から第４項に定める報告の内容等が十分ではないと認

めるとき、乙において不正受給又は不正行為の事実を確認したとき又は

国の行政機関からの要請等に基づき甲が特に必要と認めるとき、乙に対

し、再調査その他必要な指示を行うことができるものとし、乙はこれに従わ

なければならない。 

７ 本条第３項において、乙が甲の認める正当な事由なく最終報告書を提出

しない場合又は第４項において、甲が報告遅延の合理的な事由を認め

ない場合、甲は必要な措置等を指示できるものとし、乙はこれに従う。 

 

 

 

８ 乙は調査により、競争的研究費等（研究終了分を含む。）において研究

者等による不正行為等の関与を認定した場合（不正行為等の事実を確

認した場合も含む。）は、調査過程であっても、速やかに甲に報告しなけ

ればならない。 

９ 甲は、本契約等に関して不正受給又は不正行為が行われた疑いがある

と判断した場合、又は、乙から本研究以外の競争的研究費等における研

究者等による不正行為等への関与が認定された旨の報告があった場

合、乙に対し、甲が必要と認める間、本研究の停止を指示することがで

き、乙はこれに従うものとする。この場合、当該不正行為等がなかったこと

が明らかになったときでも、甲は、本研究の停止に基づく損害を賠償する

責を負わない。 

 

（乙の責任及び事故報告等） 

第１２条 本研究の過程で乙、研究者等、その他本研究に関与する者又は第

三者の生命、身体又は財産に損害が生じた場合、乙はその費用と責任

において解決するものとし、甲は一切の責任を負わないものとする。ただ

し、明らかに甲の責に帰すべき理由により損害が生じた場合は、この限り

ではない。 

２ 乙は、前項の損害が生じた場合、甲に対し速やかにその詳細を書面によ

り報告しなければならない。 

 

（特約） 

３ 本調査が行われる場合、乙は、不正行為にあっては、あらかじめ乙が定

めた期限までに、不正受給にあっては、告発等の受付から２１０日以内

に、調査結果（不正受給又は不正行為に関与した者がかかわる競争的

研究費等に係る不正受給又は不正行為を含む。）、不正発生要因、監

査・監督の状況、乙が行った決定及び再発防止計画等を含む最終の調

査結果について、甲に書面をもって報告しなければならない。 

４ 乙は、最終の調査報告書を前項の提出期限までに提出することができな

いと見込まれるときは、本調査の進捗状況を含む調査報告書、並びに報

告遅延に係る合理的な事由及び最終の調査報告書の提出期限等に係

る書面を前項に定める提出期限までに甲に提出し、報告遅延に係る合

理的な事由及び最終の調査報告書の新たな提出期限について報告しな

ければならない。なお、この場合において、乙は、不正受給の告発等に

係る本調査に関しては、本調査の進捗状況及び甲が求める事項を踏ま

えた中間の調査報告書を併せて甲に提出するものとする。 

５ 乙は、調査に特段の支障がある等正当な事由がある場合を除き、甲の求

めに応じて、当該事案に関する資料の提出又は甲による閲覧及び甲の

指定する職員等による現地調査に応じなければならない。 

６ 甲は、本条第１項から第４項に定める報告の内容等が十分ではないと認

めるとき、乙において不正受給又は不正行為の事実を確認したとき又は

国の行政機関からの要請等に基づき甲が特に必要と認めるとき、乙に対

し、再調査その他必要な指示を行うことができるものとし、乙はこれに従わ

なければならない。 

７ 本条第３項において、乙が甲の認める正当な事由なく最終報告書を提出

しない場合又は第４項において、甲が報告遅延の合理的な事由を認め

ない場合、甲は必要な措置等を指示できるものとし、乙はこれに従う。 

 

 

 

８ 乙は調査により、競争的研究費等（研究終了分を含む。）において研究

者等による不正行為等の関与を認定した場合（不正行為等の事実を確

認した場合も含む。）は、調査過程であっても、速やかに甲に報告しなけ

ればならない。 

９ 甲は、本契約等に関して不正受給又は不正行為が行われた疑いがある

と判断した場合、又は、乙から本研究以外の競争的研究費等における研

究者等による不正行為等への関与が認定された旨の報告があった場

合、乙に対し、甲が必要と認める間、本研究の停止を指示することがで

き、乙はこれに従うものとする。この場合、当該不正行為等がなかったこと

が明らかになったときでも、甲は、本研究の停止に基づく損害を賠償する

責を負わない。 

 

（乙の責任及び事故報告等） 

第１２条 本研究の過程で乙、研究者等、その他本研究に関与する者又は第

三者の生命、身体又は財産に損害が生じた場合、乙はその費用と責任

において解決するものとし、甲は一切の責任を負わないものとする。ただ

し、明らかに甲の責に帰すべき理由により損害が生じた場合は、この限り

ではない。 

２ 乙は、前項の損害が生じた場合、甲に対し速やかにその詳細を書面によ

り報告しなければならない。 

 

（特約） 
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第１６条 契約期間が複数の事業年度にわたる場合であって、研究期間開始

日の属する事業年度の翌事業年度以降において、以下の各号のいずれ

かに該当する事由が生じるときは、甲は委託研究費の減額又は本契約の

解除を行うことができ、委託研究費の減額又は本契約の解除によって乙

に損害が生じても、甲は一切の責任を負わないものとする。 

（１）独立行政法人通則法（平成１１年７月１６日法律第１０３号）第３５条の

７の規定に基づき定められた中長期目標の期間終了時における業務

の実績に関する評価において、国が予算停止措置等の判断をした場

合 

（２）契約項目において基金とされた事業において、 本事業の委託研究

費の財源として造成された基金が廃止されることとなった場合 

（３）前２号に定めるほか、本事業に対する国からの予算措置が縮減又は

停止された場合 

 

（反社会的勢力の排除） 

第１７条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何

らの催告を要せず本契約を解除することができる。 

（１）乙が、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業若しくは関係者、総

会屋、その他反社会的勢力（以下「反社会的勢力」という。）であること

又は反社会的勢力であったこと。 

（２）乙の役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力である

こと又は反社会的勢力であったこと。 

（３）乙の親会社、子会社（いずれも会社法の定義による。以下同じ。）又

は本契約履行のために使用する委任先その他の関係者が前二号の

いずれかに該当すること。 

２ 甲は、乙が本契約の履行に関連して下記の各号の一に該当する行為を

行ったときは、別段の催告を要せず本契約の全部又は一部を解除するこ

とができる。 

（１）乙が、甲に対して脅迫的な言動をすること若しくは暴力を用いること又

は甲の名誉・信用を毀損する行為を行うこと。 

（２）乙が、偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害すること。 

（３）乙が、反社会的勢力である第三者をして前二号のいずれかの行為を

行わせること。 

（４）乙が、自ら又はその役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社

会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこ

と。 

（５）乙の親会社、子会社又は本契約履行のために使用する委任先その

他の関係者が前四号のいずれかに該当する行為を行うこと。 

（６）本契約により発生する権利義務について、反社会的勢力との間で取

引をし、又はその準備をすること。 

３ 乙は、前二項各号の規定により本契約を解除されたことを理由として、甲

に対し、損害賠償を請求することはできない。 

４ 乙は、本条第１項及び第２項の各号の規定により本契約が解除された場

合には、違約金として解除部分に相当する契約金額の１００分の１０に相

当する金額を甲の指定する期日までに支払わなければならない。 

５ 前項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場

合において、甲がその超過分の損害について乙に対して賠償を請求す

ることを妨げるものではない。 

 

(不当介入に関する通報・報告) 

第１３条 契約期間が複数の事業年度にわたる場合であって、研究期間開始

日の属する事業年度の翌事業年度以降において、以下の各号のいずれ

かに該当する事由が生じるときは、甲は本契約の解除を行うことができ、

本契約の解除によって乙に損害が生じても、甲は一切の責任を負わない

ものとする。 

（１）独立行政法人通則法（平成１１年７月１６日法律第１０３号）第３５条の

７の規定に基づき定められた中長期目標の期間終了時における業務

の実績に関する評価において、国が予算停止措置等の判断をした場

合 

（２）契約項目において基金とされた事業において、 本事業の委託研究

費の財源として造成された基金が廃止されることとなった場合 

（３）前２号に定めるほか、本事業に対する国からの予算措置が縮減又は

停止された場合 

 

（反社会的勢力の排除） 

第１４条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何

らの催告を要せず本契約を解除することができる。 

（１）乙が、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業若しくは関係者、総

会屋、その他反社会的勢力（以下「反社会的勢力」という。）であること

又は反社会的勢力であったこと。 

（２）乙の役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力である

こと又は反社会的勢力であったこと。 

（３）乙の親会社、子会社（いずれも会社法の定義による。以下同じ。）又

は本契約履行のために使用する委任先その他の関係者が前二号の

いずれかに該当すること。 

２ 甲は、乙が本契約の履行に関連して下記の各号の一に該当する行為を

行ったときは、別段の催告を要せず本契約の全部又は一部を解除するこ

とができる。 

（１）乙が、甲に対して脅迫的な言動をすること若しくは暴力を用いること又

は甲の名誉・信用を毀損する行為を行うこと。 

（２）乙が、偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害すること。 

（３）乙が、反社会的勢力である第三者をして前二号のいずれかの行為を

行わせること。 

（４）乙が、自ら又はその役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社

会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこ

と。 

（５）乙の親会社、子会社又は本契約履行のために使用する委任先その

他の関係者が前四号のいずれかに該当する行為を行うこと。 

（６）本契約により発生する権利義務について、反社会的勢力との間で取

引をし、又はその準備をすること。 

３ 乙は、前二項各号の規定により本契約を解除されたことを理由として、甲

に対し、損害賠償を請求することはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

(不当介入に関する通報・報告) 

第１３条 契約期間が複数の事業年度にわたる場合であって、研究期間開始

日の属する事業年度の翌事業年度以降において、以下の各号のいずれ

かに該当する事由が生じるときは、甲は本契約の解除を行うことができ、

本契約の解除によって乙に損害が生じても、甲は一切の責任を負わない

ものとする。 

（１）独立行政法人通則法（平成１１年７月１６日法律第１０３号）第３５条の

７の規定に基づき定められた中長期目標の期間終了時における業務

の実績に関する評価において、国が予算停止措置等の判断をした場

合 

（２）契約項目において基金とされた事業において、 本事業の委託研究

費の財源として造成された基金が廃止されることとなった場合 

（３）前２号に定めるほか、本事業に対する国からの予算措置が縮減又は

停止された場合 

 

（反社会的勢力の排除） 

第１４条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何

らの催告を要せず本契約を解除することができる。 

（１）乙が、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業若しくは関係者、総

会屋、その他反社会的勢力（以下「反社会的勢力」という。）であること

又は反社会的勢力であったこと。 

（２）乙の役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力である

こと又は反社会的勢力であったこと。 

（３）乙の親会社、子会社（いずれも会社法の定義による。以下同じ。）又

は本契約履行のために使用する委任先その他の関係者が前二号の

いずれかに該当すること。 

２ 甲は、乙が本契約の履行に関連して下記の各号の一に該当する行為を

行ったときは、別段の催告を要せず本契約の全部又は一部を解除するこ

とができる。 

（１）乙が、甲に対して脅迫的な言動をすること若しくは暴力を用いること又

は甲の名誉・信用を毀損する行為を行うこと。 

（２）乙が、偽計又は威力を用いて甲の業務を妨害すること。 

（３）乙が、反社会的勢力である第三者をして前二号のいずれかの行為を

行わせること。 

（４）乙が、自ら又はその役員若しくは実質的に経営を支配する者が反社

会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこ

と。 

（５）乙の親会社、子会社又は本契約履行のために使用する委任先その

他の関係者が前四号のいずれかに該当する行為を行うこと。 

（６）本契約により発生する権利義務について、反社会的勢力との間で取

引をし、又はその準備をすること。 

３ 乙は、前二項各号の規定により本契約を解除されたことを理由として、甲

に対し、損害賠償を請求することはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

(不当介入に関する通報・報告) 
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第１７条の２ 乙は暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から

不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を受け

た場合は、これを拒否し、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとと

もに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 

 

(債権債務の譲渡等) 

第１８条 乙は、甲の事前の書面による承諾がない限り、本契約上の地位、本

契約上の権利義務の全部若しくは一部又は本研究の実施により生じる債

権債務の全部若しくは一部を第三者に譲渡してはならない。 

 

（存続条項） 

第１９条 一般条項第２条の２、第４条、第９条の２、第１０条、第１１条第２項か

ら第３項、第１２条から第１６条及び第１８条から第２０条の規定は、契約期

間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。 

 

（管轄及び準拠法） 

第２０条 本契約に関連する両当事者間の紛争については、東京地方裁判

所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし、日本法を準拠法とする。 

 

（協議） 

第２１条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じ

た場合には、甲、乙協議のうえ解決するものとする。 

 

（発効日） 

第２２条 本契約は、締結日にかかわらず、«発効日»より効力を生じるものと

する。 

 

「この頁、以下余白」 

第１５条 乙は暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不

当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を受けた

場合は、これを拒否し、速やかに不当介入の事実を甲に報告するととも

に、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 

 

(債権債務の譲渡等) 

第１６条 乙は、甲の事前の書面による承諾がない限り、本契約上の地位、本

契約上の権利義務の全部若しくは一部又は本研究の実施により生じる債

権債務の全部若しくは一部を第三者に譲渡してはならない。 

 

（存続条項） 

第１７条 一般条項第７条、第８条第２項、第９条から第１３条及び第１６条から

第１８条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっ

ても存続するものとする。 

 

（管轄及び準拠法） 

第１８条 本契約に関連する両当事者間の紛争については、東京地方裁判

所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし、日本法を準拠法とする。 

 

（協議） 

第１９条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じ

た場合には、甲、乙協議のうえ解決するものとする。 

 

（発効日） 

第２０条 本契約は、締結日にかかわらず、«発効日»より効力を生じるものと

する。 

 

「この頁、以下余白」 

第１５条 乙は暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不

当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を受けた

場合は、これを拒否し、速やかに不当介入の事実を甲に報告するととも

に、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 

 

(債権債務の譲渡等) 

第１６条 乙は、甲の事前の書面による承諾がない限り、本契約上の地位、本

契約上の権利義務の全部若しくは一部又は本研究の実施により生じる債

権債務の全部若しくは一部を第三者に譲渡してはならない。 

 

（存続条項） 

第１７条 一般条項第７条、第８条第２項、第９条から第１３条及び第１６条から

第１８条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっ

ても存続するものとする。 

 

（管轄及び準拠法） 

第１８条 本契約に関連する両当事者間の紛争については、東京地方裁判

所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし、日本法を準拠法とする。 

 

（協議） 

第１９条 本契約に定めのない事項又は本契約の条項について疑義が生じ

た場合には、甲、乙協議のうえ解決するものとする。 

 

（発効日） 

第２０条 本契約は、締結日にかかわらず、«発効日»より効力を生じるものと

する。 

 

「この頁、以下余白」 
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別記４ 知財条項 

（定義） 

第１条 本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定

めるところによる。 

（１）「知的財産権」とは、以下に掲げるものの総称をいう。 

ア 特許法（昭和３４年法律第１２１号）に規定する特許権（以下「特許

権」という。）及び特許を受ける権利 

イ 実用新案法（昭和３４年法律第１２３号）に規定する実用新案権（以

下「実用新案権」という。）及び実用新案登録を受ける権利 

ウ 意匠法（昭和３４年法律第１２５号）に規定する意匠権（以下「意匠

権」という。）及び意匠登録を受ける権利 

エ 半導体集積回路の回路配置に関する法律（昭和６０年法律第４３

号）に規定する回路配置利用権（以下「回路配置利用権」という。）

及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利 

オ 種苗法（平成１０年法律第８３号）に規定する育成者権（以下「育成

者権」という。）及び品種登録を受ける地位 

カ 前アからオの外国における各権利に相当する権利 

キ 著作権法（昭和４５年法律第４８号）に規定する著作権（第２１条か

ら第２８条までに規定するすべての権利を含む。）並びに外国にお

ける当該著作権に相当する権利（以下「著作権」という。） 

ク 前アからキまでに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘

匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるも

のの中から、甲及び乙が協議の上、特に指定するもの（以下「ノウ

ハウ」という。）を使用する権利 

（２）「発明等」とは、以下に掲げるものをいう。 

ア 特許法第２条第１項に規定する発明 

イ 実用新案法第２条第１項に規定する考案 

ウ 意匠法第２条第１項に規定する意匠及びその創作 

エ 半導体集積回路の回路配置に関する法律第２条第２項に規定する

回路配置及びその創作 

オ 種苗法第２条第２項に規定する品種及びその育成 

カ 著作権法第２条第１項第１号に規定する著作物及びその創作 

キ ノウハウ及びその案出 

（３）発明等の「実施」とは、特許法第２条第３項に定める行為、実用新案

法第２条第３項に定める行為、意匠法第２条第２項に定める行為、半

導体集積回路の回路配置に関する法律第２条第３項に定める行為、

種苗法第２条第５項に定める行為、著作権法第２１条から第２８条まで

に定める権利に基づく利用行為並びにノウハウの使用をいう。 

（４）「専用実施権等」とは、特許権、実用新案権若しくは意匠権について

の専用実施権（仮専用実施権を含む。）又は回路配置利用権若しくは

育成者権についての専用利用権又は著作権若しくはノウハウの使用

の独占的許諾の権利をいう。 

 

（知的財産権の帰属） 

第２条 乙は、本契約の締結をもって、次の各号に規定する事項をいずれも

遵守することを約するものとし、甲は、これを条件に研究成果に係る知的

財産権（以下「本知的財産権」という。）を乙から譲り受けないものとする。 

 

（１）乙は、本知的財産権について、知財条項第３条、第４条および第５条

の規定を遵守すること。 

別記４ 知財条項 

（定義） 

第１条 本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定

めるところによる。 

（１）「知的財産権」とは、以下に掲げるものの総称をいう。 

ア 特許法（昭和３４年法律第１２１号）に規定する特許権（以下「特許

権」という。）及び特許を受ける権利 

イ 実用新案法（昭和３４年法律第１２３号）に規定する実用新案権（以

下「実用新案権」という。）及び実用新案登録を受ける権利 

ウ 意匠法（昭和３４年法律第１２５号）に規定する意匠権（以下「意匠

権」という。）及び意匠登録を受ける権利 

エ 半導体集積回路の回路配置に関する法律（昭和６０年法律第４３

号）に規定する回路配置利用権（以下「回路配置利用権」という。）

及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利 

オ 種苗法（平成１０年法律第８３号）に規定する育成者権（以下「育成

者権」という。）及び品種登録を受ける地位 

カ 前アからオの外国における各権利に相当する権利 

キ 著作権法（昭和４５年法律第４８号）に規定する著作権（第２１条か

ら第２８条までに規定するすべての権利を含む。）並びに外国にお

ける当該著作権に相当する権利（以下「著作権」という。） 

ク 前アからキまでに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘

匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるも

のの中から、甲及び乙が協議の上、特に指定するもの（以下「ノウ

ハウ」という。）を使用する権利 

（２）「発明等」とは、以下に掲げるものをいう。 

ア 特許法第２条第１項に規定する発明 

イ 実用新案法第２条第１項に規定する考案 

ウ 意匠法第２条第１項に規定する意匠及びその創作 

エ 半導体集積回路の回路配置に関する法律第２条第２項に規定する

回路配置及びその創作 

オ 種苗法第２条第２項に規定する品種及びその育成 

カ 著作権法第２条第１項第１号に規定する著作物及びその創作 

キ ノウハウ及びその案出 

（３）発明等の「実施」とは、特許法第２条第３項に定める行為、実用新案

法第２条第３項に定める行為、意匠法第２条第２項に定める行為、半

導体集積回路の回路配置に関する法律第２条第３項に定める行為、

種苗法第２条第５項に定める行為、著作権法第２１条から第２８条まで

に定める権利に基づく利用行為並びにノウハウの使用をいう。 

（４）「専用実施権等」とは、特許権、実用新案権若しくは意匠権について

の専用実施権（仮専用実施権を含む。）又は回路配置利用権若しくは

育成者権についての専用利用権又は著作権若しくはノウハウの使用

の独占的許諾の権利をいう。 

 

（知的財産権の帰属） 

第２条 乙は、研究成果に係る知的財産権（以下「本知的財産権」という。）を

特別条項第１条に定める参加機関等と共同出願した場合（甲より委託研

究費を受けて研究を行う機関が含まれる場合に限る。）に限り、本知的財

産権について、次の各号の全てを遵守するものとする。 

（１）乙は、本知的財産権について、知財条項第３条、第４条および第５条

の規定を遵守すること。 

別記４ 知財条項 

（定義） 

第１条 本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定

めるところによる。 

（１）「知的財産権」とは、以下に掲げるものの総称をいう。 

ア 特許法（昭和３４年法律第１２１号）に規定する特許権（以下「特許

権」という。）及び特許を受ける権利 

イ 実用新案法（昭和３４年法律第１２３号）に規定する実用新案権（以

下「実用新案権」という。）及び実用新案登録を受ける権利 

ウ 意匠法（昭和３４年法律第１２５号）に規定する意匠権（以下「意匠

権」という。）及び意匠登録を受ける権利 

エ 半導体集積回路の回路配置に関する法律（昭和６０年法律第４３

号）に規定する回路配置利用権（以下「回路配置利用権」という。）

及び回路配置利用権の設定の登録を受ける権利 

オ 種苗法（平成１０年法律第８３号）に規定する育成者権（以下「育成

者権」という。）及び品種登録を受ける地位 

カ 前アからオの外国における各権利に相当する権利 

キ 著作権法（昭和４５年法律第４８号）に規定する著作権（第２１条か

ら第２８条までに規定するすべての権利を含む。）並びに外国にお

ける当該著作権に相当する権利（以下「著作権」という。） 

ク 前アからキまでに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘

匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるも

のの中から、甲及び乙が協議の上、特に指定するもの（以下「ノウ

ハウ」という。）を使用する権利 

（２）「発明等」とは、以下に掲げるものをいう。 

ア 特許法第２条第１項に規定する発明 

イ 実用新案法第２条第１項に規定する考案 

ウ 意匠法第２条第１項に規定する意匠及びその創作 

エ 半導体集積回路の回路配置に関する法律第２条第２項に規定する

回路配置及びその創作 

オ 種苗法第２条第２項に規定する品種及びその育成 

カ 著作権法第２条第１項第１号に規定する著作物及びその創作 

キ ノウハウ及びその案出 

（３）発明等の「実施」とは、特許法第２条第３項に定める行為、実用新案

法第２条第３項に定める行為、意匠法第２条第２項に定める行為、半

導体集積回路の回路配置に関する法律第２条第３項に定める行為、

種苗法第２条第５項に定める行為、著作権法第２１条から第２８条まで

に定める権利に基づく利用行為並びにノウハウの使用をいう。 

（４）「専用実施権等」とは、特許権、実用新案権若しくは意匠権について

の専用実施権（仮専用実施権を含む。）又は回路配置利用権若しくは

育成者権についての専用利用権又は著作権若しくはノウハウの使用

の独占的許諾の権利をいう。 

 

（知的財産権の帰属） 

第２条 乙は、研究成果に係る知的財産権（以下「本知的財産権」という。）を

特別条項第１条に定める参加機関等と共同出願した場合（甲より委託研

究費を受けて研究を行う機関が含まれる場合に限る。）に限り、本知的財

産権について、次の各号の全てを遵守するものとする。 

（１）乙は、本知的財産権について、知財条項第３条から第５条の規定を

遵守すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３条の２を新設した

ことに伴う、第２条第
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（２）乙は、甲が産業技術力強化法第１７条第３項に定める国の要請に基

づき、公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかに

して求める場合には、無償で本知的財産権を利用する権利（第三者

に対して本知的財産権に係る発明等の実施を許諾する権利を含む。

以下同じ。）を甲に許諾すること。 

（３）乙は、本知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、本

知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認

められない場合において、甲が産業技術力強化法第１７条第３項に定

める国の要請に基づき、本知的財産権の活用を促進するために特に

必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、本知的財産権

を利用する権利を甲が指定する者に許諾すること。 

（４）乙は、第三者に本知的財産権の移転又は本知的財産権について専

用実施権等の設定若しくはその移転の承諾（以下「専用実施権等の

設定等」という。）をするときは、あらかじめ甲の承認を受けること。ただ

し、合併又は分割により移転する場合及び次のアからウに該当する場

合は、この限りではない。 

ア 乙が株式会社である場合で、乙がその子会社（会社法(平成１７年

法律第８６号)第２条第３号に規定する子会社をいう。）又は親会社

（会社法第２条第４号に規定する親会社をいう。）に移転又は専用

実施権等の設定等をする場合（ただし、その子会社又は親会社に

は外国会社（会社法第２条第２号に規定する外国会社をいう。）は

含まれないものとする。） 

イ 乙が承認ＴＬＯ（大学等における技術に関する研究成果の民間事

業者への移転の促進に関する法律（平成１０年法律第５２号）第４

条第１項の承認を受けた者（同法第５条第１項の変更の承認を受

けた者を含む。））又は認定ＴＬＯ（同法第１１条第１項の認定を受

けた者）に移転又は専用実施権等の設定等をする場合 

ウ 乙が技術研究組合である場合で、乙がその組合員に移転又は専

用実施権等の設定等をする場合 

２ 乙は、次の各号に掲げる場合において、甲が求めるときは、本知的財産

権を無償で甲に譲り渡さなければならない。 

（１）乙が前項各号に規定する事項を遵守せず、かつ、遵守しないことに

ついて正当な理由がないと甲が認める場合。 

（２）一般条項第１２条第１項各号又は第１７条第１項若しくは第２項各号に

定める解除事由に該当した場合。 

（３）乙が本知的財産権を放棄しようとする場合。 

３ 前項に基づき乙が本知的財産権を無償で甲に譲り渡す場合において、

第三者が本知的財産権の共有持分権を有するときは、乙は、乙の共有

持分権を甲に譲り渡すことについて、当該第三者の同意を得る、又は当

該第三者の協力（移転登録手続に協力することを含むが、これに限られ

ない。）を得る等、当該第三者に対し必要な措置を講じなければならな

い。 

 

（知的財産権の出願等）  

第３条 乙は、本知的財産権の出願又は申請並びに放棄に関して、次の各

号の規定を遵守する。 

 

 

（１）国内への出願又は申請を行ったときは、出願又は申請の日から６０日

以内に、甲が別途定める様式により、甲に通知すること。また、外国へ

（２）乙は、甲が産業技術力強化法第１７条第３項に定める国の要請に基

づき、公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかに

して求める場合には、無償で本知的財産権を利用する権利（第三者

に対して本知的財産権に係る発明等の実施を許諾する権利を含む。

以下同じ。）を甲に許諾すること。 

（３）乙は、本知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、本

知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認

められない場合において、甲が産業技術力強化法第１７条第３項に定

める国の要請に基づき、本知的財産権の活用を促進するために特に

必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、本知的財産権

を利用する権利を甲が指定する者に許諾すること。 

（４）乙は、第三者に本知的財産権の移転又は本知的財産権について専

用実施権等の設定若しくはその移転の承諾（以下「専用実施権等の

設定等」という。）をするときは、あらかじめ甲の承認を受けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 乙は、次の各号に掲げる場合において、甲が求めるときは、本知的財産

権を無償で甲に譲り渡さなければならない。 

（１）乙が前項各号に規定する事項を遵守せず、かつ、遵守しないことに

ついて正当な理由がないと甲が認める場合。 

（２）一般条項第９条第１項各号又は第１４条第１項若しくは第２項各号に定め

る解除事由に該当した場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（知的財産権の出願等）  

第３条 乙は、本知的財産権について特別条項第１条に定める参加機関等と

共同で出願又は申請並びに放棄する場合（甲より委託研究費を受けて

研究を行う機関が含まれる場合に限る。）において、本知的財産権の出

願又は申請並びに放棄に関して、次の各号の規定を遵守する。 

（１）国内への出願又は申請を行ったときは、出願又は申請の日から６０日

以内に、甲が別途定める様式により、甲に通知すること。また、外国へ

（２）乙は、甲が産業技術力強化法第１７条第３項に定める国の要請に基

づき、公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかに

して求める場合には、無償で本知的財産権を利用する権利（第三者

に対して本知的財産権に係る発明の実施を許諾する権利を含む。以

下同じ。）を甲に許諾すること。 

（３）乙は、本知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、本

知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認

められない場合において、甲が産業技術力強化法第１７条第３項に定

める国の要請に基づき、本知的財産権の活用を促進するために特に

必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、本知的財産権

を利用する権利を甲が指定する者に許諾すること。 

（４）乙は、第三者に本知的財産権の移転又は本知的財産権について専

用実施権等の設定若しくはその移転の承諾（以下「専用実施権等の

設定等」という。）をするときは、あらかじめ甲の承認を受けること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 乙は、次の各号に掲げる場合において、甲が求めるときは、本知的財産

権を無償で甲に譲り渡さなければならない。 

（１）乙が前項各号に規定する事項を遵守せず、かつ、遵守しないことに

ついて正当な理由がないと甲が認める場合。 

（２）一般条項第９条第１項各号又は第１４条第１項若しくは第２項各号に定め

る解除事由に該当した場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（知的財産権の出願等）  

第３条 乙は、本知的財産権について特別条項第１条に定める参加機関等と

共同で出願又は申請並びに放棄する場合（甲より委託研究費を受けて

研究を行う機関が含まれる場合に限る。）において、本知的財産権の出

願又は申請並びに放棄に関して、次の各号の規定を遵守する。 

（１）国内への出願又は申請を行ったときは、出願又は申請の日から６０日

以内に、甲が別途定める様式により、甲に通知すること。また、外国へ

１項第１号の対象とな

る条項に関する標記の

修正 
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の出願又は申請を行ったときは、出願又は申請の日から９０日以内

に、甲が別途定める様式により、甲に通知すること。 

（２）前号に係る国内の特許出願、実用新案登録出願及び意匠登録出願

を行うときは、当該出願書類に国等の委託に係る成果の出願である旨

を表示すること。 

（３）第１号の出願又は申請を行った本知的財産権に関して、設定登録

等、その後の状況に変化があった場合において、設定登録等が国内

に係る場合は、設定登録等を受けた日から６０日以内に、甲が別途定

める様式により、甲に通知すること。また、設定登録等が外国に係る場

合は、設定登録等を受けた日から９０日以内に、甲が別途定める様式

により、甲に通知すること。 

（４）本知的財産権を放棄しようとする場合は、当該放棄に係る法的期限

の３０日前までに、甲が別途定める様式により、甲に通知すること。 

 

（特許出願の非公開制度） 

第３条の２ 乙は、研究成果に係る特許出願（以下、「本特許出願」という。）

につき、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に

関する法律（令和４年法律第４３号）に基づく「特許出願の非公開に関す

る制度」により外国出願の禁止その他の制限が課される場合のあることを

認識のうえ、同法に定める諸規定を遵守し、かつ、本特許出願の発明者

や共同出願人を含む本特許出願に関係する第三者に対して遵守させる

ものとする。また、本特許出願にかかる保全審査に付する旨の通知や保

全指定の通知を乙が受けたとき、その他事務処理説明書等により甲が指

示する事項に該当したときも、甲に対してすみやかに報告するものとす

る。 

 

 

 

（知的財産権に係る発明等の実施等） 

第４条 乙は、本知的財産権に係る発明等の実施及び本知的財産権につい

ての専用実施権等の設定等に関して、次の各号の規定を遵守する。 

 

 

 

（１）国内における本知的財産権に係る発明等を自ら実施したとき及び第

三者に実施の許諾（専用実施権等の設定等を除く。）をしたときは、そ

の日から６０日以内に、甲が別途定める様式により、甲に通知するこ

と。また、外国における本知的財産権に係る発明等について自ら実施

したとき及び第三者に実施の許諾（専用実施権等の設定等を除く。）

をしたときは、その日から９０日以内に、甲が別途定める様式により、甲

に通知すること。 

（２）第三者に対し、本知的財産権について専用実施権等の設定等を行う

ときは、甲が別途定める様式を提出し、あらかじめ甲の承認を得るこ

と。ただし、合併若しくは分割により移転する場合又は知財条項第２条

第１項第４号アからウに定める場合は、この限りではない。 

（３）第三者に対し、国内における本知的財産権について専用実施権等

の設定等を行った場合は、専用実施権等の設定等を行った日から６０

日以内に、甲が別途定める様式により、甲に通知すること。また、外国

における本知的財産権について専用実施権等に相当する権利の設

定等を行った場合は、専用実施権等の設定等を行った日から９０日以

の出願又は申請を行ったときは、出願又は申請の日から９０日以内

に、甲が別途定める様式により、甲に通知すること。 

（２）前号に係る国内の特許出願、実用新案登録出願及び意匠登録出願

を行うときは、当該出願書類に国等の委託に係る成果の出願である旨

を表示すること。 

（３）第１号の出願又は申請を行った本知的財産権に関して、設定登録

等、その後の状況に変化があった場合において、設定登録等が国内

に係る場合は、設定登録等を受けた日から６０日以内に、甲が別途定

める様式により、甲に通知すること。また、設定登録等が外国に係る場

合は、設定登録等を受けた日から９０日以内に、甲が別途定める様式

により、甲に通知すること。 

（４）本知的財産権を放棄しようとする場合は、当該放棄に係る法的期限

の３０日前までに、甲が別途定める様式により、甲に通知すること。 

 

（特許出願の非公開制度） 

第３条の２ 乙は、本知的財産権を特別条項第１条に定める参加機関等と共

同出願した場合（甲より委託研究費を受けて研究を行う機関が含まれる

場合に限る。）において、研究成果に係る特許出願（以下、「本特許出

願」という。）につき、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確

保の推進に関する法律（令和４年法律第４３号）に基づく「特許出願の非

公開に関する制度」により外国出願の禁止その他の制限が課される場合

のあることを認識のうえ、同法に定める諸規定を遵守し、かつ、本特許出

願の発明者や共同出願人を含む本特許出願に関係する第三者に対し

て遵守させるものとする。また、本特許出願にかかる保全審査に付する旨

の通知や保全指定の通知を乙が受けたとき、その他事務処理説明書等

により甲が指示する事項に該当したときも、甲に対してすみやかに報告

するものとする。 

 

（知的財産権に係る発明等の実施等） 

第４条 乙は、本知的財産権を特別条項第１条に定める参加機関等と共同

出願した場合（甲より委託研究費を受けて研究を行う機関が含まれる場

合に限る。）において、本知的財産権に係る発明等の実施及び本知的財

産権についての専用実施権等の設定等に関して、次の各号の規定を遵

守する。 

（１）国内における本知的財産権に係る発明等を自ら実施したとき及び第

三者に実施の許諾（専用実施権等の設定等を除く。）をしたときは、そ

の日から６０日以内に、甲が別途定める様式により、甲に通知するこ

と。また、外国における本知的財産権に係る発明等について自ら実施

したとき及び第三者に実施の許諾（専用実施権等の設定等を除く。）

をしたときは、その日から９０日以内に、甲が別途定める様式により、甲

に通知すること。 

（２）第三者に対し、本知的財産権について専用実施権等の設定等を行う

ときは、甲が別途定める様式を提出し、あらかじめ甲の承認を得るこ

と。ただし、合併若しくは分割により移転する場合又は知財条項第２条

第１項第４号アからウに定める場合は、この限りではない。 

（３）第三者に対し、国内における本知的財産権について専用実施権等

の設定等を行った場合は、専用実施権等の設定等を行った日から６０

日以内に、甲が別途定める様式により、甲に通知すること。また、外国

における本知的財産権について専用実施権等に相当する権利の設

定等を行った場合は、専用実施権等の設定等を行った日から９０日以

の出願又は申請を行ったときは、出願又は申請の日から９０日以内

に、甲が別途定める様式により、甲に通知すること。 

（２）前号に係る国内の特許出願、実用新案登録出願及び意匠登録出願

を行うときは、当該出願書類に国等の委託に係る成果の出願である旨

を表示すること。 

（３）第１号の出願又は申請を行った本知的財産権に関して、設定登録

等、その後の状況に変化があった場合において、設定登録等が国内

に係る場合は、設定登録等を受けた日から６０日以内に、甲が別途定

める様式により、甲に通知すること。また、設定登録等が外国に係る場

合は、設定登録等を受けた日から９０日以内に、甲が別途定める様式

により、甲に通知すること。 

（４）本知的財産権を放棄しようとする場合は、当該放棄に係る法的期限

の３０日前までに、甲が別途定める様式により、甲に通知すること。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（知的財産権に係る発明等の実施等） 

第４条 乙は、本知的財産権を特別条項第１条に定める参加機関等と共同

出願した場合（甲より委託研究費を受けて研究を行う機関が含まれる場

合に限る。）において、本知的財産権に係る発明等の実施及び本知的財

産権についての専用実施権等の設定等に関して、次の各号の規定を遵

守する。 

（１）国内における本知的財産権に係る発明等を自ら実施したとき及び第

三者に実施の許諾（専用実施権等の設定等を除く。）をしたときは、そ

の日から６０日以内に、甲が別途定める様式により、甲に通知するこ

と。また、外国における本知的財産権に係る発明等について自ら実施

したとき及び第三者に実施の許諾（専用実施権等の設定等を除く。）

をしたときは、その日から９０日以内に、甲が別途定める様式により、甲

に通知すること。 

（２）第三者に対し、本知的財産権について専用実施権等の設定等を行う

ときは、甲が別途定める様式を提出し、あらかじめ甲の承認を得るこ

と。ただし、合併若しくは分割により移転する場合又は知財条項第２条

第１項第４号アからウに定める場合は、この限りではない。 

（３）第三者に対し、国内における本知的財産権について専用実施権等

の設定等を行った場合は、専用実施権等の設定等を行った日から６０

日以内に、甲が別途定める様式により、甲に通知すること。また、外国

における本知的財産権について専用実施権等に相当する権利の設

定等を行った場合は、専用実施権等の設定等を行った日から９０日以
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内に、甲が別途定める様式により、甲に通知すること。 

（４）第三者に対し、本知的財産権について専用実施権等の設定等を行う場

合、知財条項第２条、第６条及び第７条の規定の適用に支障を与えない

ことを当該第三者に約させること。 

 

（知的財産権の移転） 

第５条 乙は、本知的財産権の移転に関して、次の各号の規定を遵守する。 

 

 

 

（１）第三者に対し、本知的財産権を移転しようとするときは、甲が別途定

める様式を提出し、あらかじめ甲の承認を得ること。ただし、合併若しく

は分割により移転する場合又は知財条項第２条第１項第４号アからウ

に定める場合は、この限りではない。 

（２）第三者に対し、国内における本知的財産権の移転を行った場合は、

本知的財産権の移転を行った日から６０日以内に、甲が別途定める様

式により、甲に通知すること。また、外国における本知的財産権の移転

を行った場合は、本知的財産権の移転を行った日から９０日以内に、

甲が別途定める様式により、甲に通知すること。 

（３）第三者に対し、本知的財産権の移転を行う場合、知財条項第２条から第

７条の規定を遵守することを当該第三者に約させること。また、当該第三

者が移転を受けた本知的財産権をさらに別の第三者に移転するときも同

様とする。 

 

（研究成果に係る著作物の取扱い） 

第６条 乙は、知財条項第２条第１項の規定にかかわらず、研究成果に関し、

甲に提供された著作物（以下「提供著作物」という。）に係る著作権につ

いて、甲による提供著作物の利用に必要な範囲内において、甲が実施

する権利及び甲が第三者に実施を許諾する権利を、甲に許諾したものと

する。ただし、提供著作物に秘密情報が含まれる場合は、一般条項第９

条に従って、その取扱いを決定するものとする。 

２ 乙は、提供著作物に係る著作権について、甲及び甲が指定する第三者

による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙

は、提供著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著

作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。 

３ 乙は、提供著作物について、第三者の著作権その他の権利を侵害してい

ないことを表明するものとし、提供著作物に係る一切の紛争については、

乙が自己の責任及び費用において対応を行うものとする。 

４ 乙は、研究成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に

際し、本研究による成果である旨を標記するものとする。 

 

（ノウハウの期間の指定） 

第７条 甲及び乙は、知財条項第１条第１号クに規定するノウハウの指定にあ

たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。 

２ 前項の秘匿すべき期間の指定の方法は、甲乙協議の上、決定するものと

する。ただし、前項の指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、

秘匿すべき期間を延長又は短縮することができる。 

 

（職務規程等の整備） 

第８条 乙は、乙に所属する研究者等が行った発明等が本知的財産権に該

内に、甲が別途定める様式により、甲に通知すること。 

（４）第三者に対し、本知的財産権について専用実施権等の設定等を行う場

合、知財条項第２条、第６条及び第７条の規定の適用に支障を与えない

ことを当該第三者に約させること。 

 

（知的財産権の移転） 

第５条 乙は、本知的財産権を特別条項第１条に定める参加機関等と共同

出願した場合（甲より委託研究費を受けて研究を行う機関が含まれる場

合に限る。）において、本知的財産権の移転に関して、次の各号の規定

を遵守する。 

（１）第三者に対し、本知的財産権を移転しようとするときは、甲が別途定

める様式を提出し、あらかじめ甲の承認を得ること。ただし、合併若しく

は分割により移転する場合又は知財条項第２条第１項第４号アからウ

に定める場合は、この限りではない。 

（２）第三者に対し、国内における本知的財産権の移転を行った場合は、

本知的財産権の移転を行った日から６０日以内に、甲が別途定める様

式により、甲に通知すること。また、外国における本知的財産権の移転

を行った場合は、本知的財産権の移転を行った日から９０日以内に、

甲が別途定める様式により、甲に通知すること。 

（３）第三者に対し、本知的財産権の移転を行う場合、知財条項第２条から第

７条の規定を遵守することを当該第三者に約させること。また、当該第三

者が移転を受けた本知的財産権をさらに別の第三者に移転するときも同

様とする。 

 

（研究成果に係る著作物の取扱い） 

第６条 乙は、知財条項第２条第１項の規定にかかわらず、研究成果に関し、

甲に提供された著作物（以下「提供著作物」という。）に係る著作権につ

いて、甲による提供著作物の利用に必要な範囲内において、甲が実施

する権利及び甲が第三者に実施を許諾する権利を、甲に許諾したものと

する。ただし、提供著作物に秘密情報が含まれる場合は、一般条項第６

条に従って、その取扱いを決定するものとする。 

２ 乙は、提供著作物に係る著作権について、甲及び甲が指定する第三者

による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙

は、提供著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著

作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。 

３ 乙は、提供著作物について、第三者の著作権その他の権利を侵害してい

ないことを表明するものとし、提供著作物に係る一切の紛争については、

乙が自己の責任及び費用において対応を行うものとする。 

４ 乙は、研究成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に

際し、本研究による成果である旨を標記するものとする。 

 

（ノウハウの期間の指定） 

第７条 甲及び乙は、知財条項第１条第１号クに規定するノウハウの指定にあ

たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。 

２ 前項の秘匿すべき期間の指定の方法は、甲乙協議の上、決定するものと

する。ただし、前項の指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、

秘匿すべき期間を延長又は短縮することができる。 

 

（職務規程等の整備） 

第８条 乙は、乙に所属する研究者等が行った発明等が本知的財産権に該

内に、甲が別途定める様式により、甲に通知すること。 

（４）第三者に対し、本知的財産権について専用実施権等の設定等を行う場

合、知財条項第２条、第６条及び第７条の規定の適用に支障を与えない

ことを当該第三者に約させること。 

 

（知的財産権の移転） 

第５条 乙は、本知的財産権を特別条項第１条に定める参加機関等と共同

出願した場合（甲より委託研究費を受けて研究を行う機関が含まれる場

合に限る。）において、本知的財産権の移転に関して、次の各号の規定

を遵守する。 

（１）第三者に対し、本知的財産権を移転しようとするときは、甲が別途定

める様式を提出し、あらかじめ甲の承認を得ること。ただし、合併若しく

は分割により移転する場合又は知財条項第２条第１項第４号アからウ

に定める場合は、この限りではない。 

（２）第三者に対し、国内における本知的財産権の移転を行った場合は、

本知的財産権の移転を行った日から６０日以内に、甲が別途定める様

式により、甲に通知すること。また、外国における本知的財産権の移転

を行った場合は、本知的財産権の移転を行った日から９０日以内に、

甲が別途定める様式により、甲に通知すること。 

（３）第三者に対し、本知的財産権の移転を行う場合、知財条項第２条から第

７条の規定を遵守することを当該第三者に約させること。また、当該第三

者が移転を受けた本知的財産権をさらに別の第三者に移転するときも同

様とする。 

 

（研究成果に係る著作物の取扱い） 

第６条 乙は、知財条項第２条第１項の規定にかかわらず、研究成果に関し、

甲に提供された著作物（以下「提供著作物」という。）に係る著作権につ

いて、甲による提供著作物の利用に必要な範囲内において、甲が実施

する権利及び甲が第三者に実施を許諾する権利を、甲に許諾したものと

する。ただし、提供著作物に秘密情報が含まれる場合は、一般条項第６

条に従って、その取扱いを決定するものとする。 

２ 乙は、提供著作物に係る著作権について、甲及び甲が指定する第三者

による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。また、乙

は、提供著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著

作者人格権を行使しないように必要な措置をとるものとする。 

３ 乙は、提供著作物について、第三者の著作権その他の権利を侵害してい

ないことを表明するものとし、提供著作物に係る一切の紛争については、

乙が自己の責任及び費用において対応を行うものとする。 

４ 乙は、研究成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に

際し、本研究による成果である旨を標記するものとする。 

 

（ノウハウの期間の指定） 

第７条 甲及び乙は、知財条項第１条第１号クに規定するノウハウの指定にあ

たっては、秘匿すべき期間を明示するものとする。 

２ 前項の秘匿すべき期間の指定の方法は、甲乙協議の上、決定するものと

する。ただし、前項の指定後において必要があるときは、甲乙協議の上、

秘匿すべき期間を延長又は短縮することができる。 

 

（職務規程等の整備） 

第８条 乙は、乙に所属する研究者等が行った発明等が本知的財産権に該
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当し、かつ、その発明等をするに至った行為がその当該研究者等の職務

に属するときは、本知的財産権が乙に帰属するよう、あらかじめ当該研究

者等と契約を締結し又はその旨を規定する職務規程を定めておく等必要

な措置を講じておかなければならない。ただし、上記の規定が既に整備さ

れているときは、この限りではない。 

２ 乙は、乙に在籍する学生が研究者等に含まれる場合（ただし、当該学生

が発明者となり得ないことが明らかな場合を除く。）において、本研究の実

施の過程で当該学生が行った発明等が本知的財産権に該当する場合

は、本知的財産権が乙に帰属するよう、あらかじめ当該学生と契約を締

結する等の必要な措置を講じておかなければならない。 

 

（知的財産権に係るその他事項） 

第９条 甲及び乙が本知的財産権の共有持分権者となる場合、本知的財産

権の出願に先立ち、甲所定の共同出願契約書を基礎に甲乙協議の上、

これを締結しなければならない。 

２ 乙が知的財産権その他第三者の権利の対象になっているものを実施す

る場合、甲は、その実施に関する一切の責任を負わないものとする。 

 

（研究成果の公表） 

第１０条 甲及び乙は、研究成果を外部に公表することを確認する。ただし、

当該公表が一般条項第９条に反する場合又は甲若しくは乙による研究成

果の公表が甲若しくは乙の知的財産権取得等の業務に支障をきたすお

それがある場合は、協議して公表の可否を含めた対応を決定するものと

する。 

２ 研究成果を外部に公表する場合、甲及び乙は、その公表が円滑に行わ

れるよう合理的な範囲で協力するものとする。 

 

（研究成果の報告） 

第１１条 乙は、事務処理説明書等における甲の指示に従い、研究担当者が

甲に対して研究成果の内容を報告するよう措置するものとする。 

２ 甲は、研究成果について、追跡調査、成果展開調査及び知的財産権の

利用状況調査等を行うことができるものとし、乙は、当該調査等に必要な

協力を行うものとする。 

 

（存続条項） 

第１２条 知財条項第２条から第７条及び第９条から本条の規定は、契約期間

終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。 

 

「この頁、以下余白」 

当し、かつ、その発明等をするに至った行為がその当該研究者等の職務

に属するときは、本知的財産権が乙に帰属するよう、あらかじめ当該研究

者等と契約を締結し又はその旨を規定する職務規程を定めておく等必要

な措置を講じておかなければならない。ただし、上記の規定が既に整備さ

れているときは、この限りではない。 

２ 乙は、乙に在籍する学生が研究者等に含まれる場合（ただし、当該学生

が発明者となり得ないことが明らかな場合を除く。）において、本研究の実

施の過程で当該学生が行った発明等が本知的財産権に該当する場合

は、本知的財産権が乙に帰属するよう、あらかじめ当該学生と契約を締

結する等の必要な措置を講じておかなければならない。 

 

（知的財産権に係るその他事項） 

第９条 甲及び乙が本知的財産権の共有持分権者となる場合、本知的財産

権の出願に先立ち、甲所定の共同出願契約書を基礎に甲乙協議の上、

これを締結しなければならない。 

２ 乙が知的財産権その他第三者の権利の対象になっているものを実施す

る場合、甲は、その実施に関する一切の責任を負わないものとする。 

 

（研究成果の公表） 

第１０条 甲及び乙は、研究成果を外部に公表することを確認する。ただし、

当該公表が一般条項第６条に反する場合又は甲若しくは乙による研究成

果の公表が甲若しくは乙の知的財産権取得等の業務に支障をきたすお

それがある場合は、協議して公表の可否を含めた対応を決定するものと

する。 

２ 研究成果を外部に公表する場合、甲及び乙は、その公表が円滑に行わ

れるよう合理的な範囲で協力するものとする。 

 

（研究成果の報告） 

第１１条 乙は、事務処理説明書等における甲の指示に従い、研究担当者が

甲に対して研究成果の内容を報告するよう措置するものとする。 

２ 甲は、研究成果について、追跡調査、成果展開調査及び知的財産権の

利用状況調査等を行うことができるものとし、乙は、当該調査等に必要な

協力を行うものとする。 

 

（存続条項） 

第１２条 知財条項第２条から第７条及び第９条から本条の規定は、契約期間

終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。 

 

「この頁、以下余白」 

当し、かつ、その発明等をするに至った行為がその当該研究者等の職務

に属するときは、本知的財産権が乙に帰属するよう、あらかじめ当該研究

者等と契約を締結し又はその旨を規定する職務規程を定めておく等必要

な措置を講じておかなければならない。ただし、上記の規定が既に整備さ

れているときは、この限りではない。 

２ 乙は、乙に在籍する学生が研究者等に含まれる場合（ただし、当該学生

が発明者となり得ないことが明らかな場合を除く。）において、本研究の実

施の過程で当該学生が行った発明等が本知的財産権に該当する場合

は、本知的財産権が乙に帰属するよう、あらかじめ当該学生と契約を締

結する等の必要な措置を講じておかなければならない。 

 

（知的財産権に係るその他事項） 

第９条 甲及び乙が本知的財産権の共有持分権者となる場合、本知的財産

権の出願に先立ち、甲所定の共同出願契約書を基礎に甲乙協議の上、

これを締結しなければならない。 

２ 乙が知的財産権その他第三者の権利の対象になっているものを実施す

る場合、甲は、その実施に関する一切の責任を負わないものとする。 

 

（研究成果の公表） 

第１０条 甲及び乙は、研究成果を外部に公表することを確認する。ただし、

当該公表が一般条項第６条に反する場合又は甲若しくは乙による研究成

果の公表が甲若しくは乙の知的財産権取得等の業務に支障をきたすお

それがある場合は、協議して公表の可否を含めた対応を決定するものと

する。 

２ 研究成果を外部に公表する場合、甲及び乙は、その公表が円滑に行わ

れるよう合理的な範囲で協力するものとする。 

 

（研究成果の報告） 

第１１条 乙は、事務処理説明書等における甲の指示に従い、研究担当者が

甲に対して研究成果の内容を報告するよう措置するものとする。 

２ 甲は、研究成果について、追跡調査、成果展開調査及び知的財産権の

利用状況調査等を行うことができるものとし、乙は、当該調査等に必要な

協力を行うものとする。 

 

（存続条項） 

第１２条 知財条項第２条から第７条及び第９条から本条の規定は、契約期間

終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。 

 

「この頁、以下余白」 
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別記５ 特別条項 

（定義） 

第１条 本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定

めるところによる。 

（１）「研究代表機関」とは、研究代表者が所属する機関をいう。 

（２）「研究開発機関」とは、契約項目（１）に記載の研究課題を共同して実

施する機関として研究計画書に記載された機関のうち、研究代表機関

以外をいう。 

（３）「参加機関等」とは、契約項目（１）に記載の研究課題に参加する研究

代表者、研究代表機関、研究開発機関及び甲を個別に又は総称して

いう。 

 

（研究代表機関および研究開発機関に係る共同研究契約等） 

第２条 乙は、本研究の適切な実施や研究成果の活用等に支障が生じない

よう秘密保持や知的財産の取扱いなどについて本契約等（第５条に定め

る実施規約を含む。）に反しない範囲で研究代表機関および研究開発機

関との間で共同研究契約を締結するなど、必要な措置を講ずるものとす

る。 

 

（研究担当者の移籍に伴う取得物品の取扱い） 

第３条 乙が、契約項目において大学等と認められたときは、次の各号の規

定に従うものとする。 

（１）乙は、次のア又はイに該当する場合は、研究担当者の移籍先となる

他の研究機関に対して取得物品を無償で譲渡するものとする。ただ

し、移籍後も本研究の実施に支障のないよう必要な措置を講ずること

ができる場合で、かつ、研究担当者の同意がある場合は、この限りで

はない。 

ア 一般条項第１１条第１項第１号の規定により本研究が中止され、本

研究と同内容の研究が研究担当者の移籍する他の研究機関にお

いて実施される場合 

イ 研究期間終了後に研究担当者が他の研究機関へ移籍する場合

で本研究と同内容の研究が当該他の研究機関において実施され

る場合 

（２）前号において取得物品の当該他の研究機関に対する無償譲渡を行

えない特別の事情があり、かつ、甲と乙の間で合意したときは、乙は甲

の指示に従い、取得物品を甲に無償で譲渡するものとし、乙は当該取

得物品の移設及び工事について協力するものとする。 

２ 乙が、契約項目において企業等と認められたときは、一般条項第５条第２

項第２号に基づき乙に帰属する取得物品に係る研究担当者が移籍する

場合の取扱いについて、本条第１項第１号を準用する。 

 

（企業等における研究期間終了後の物品等の取扱い） 

第４条 契約項目において企業等と認められた乙は、一般条項第７条第２項

及び第３項の規定にかかわらず、甲に所有権が帰属する取得物品及び

提供物品（以下「取得物品等」という。）について、本研究成果の発展に

寄与することを目的として、甲の求めに応じ、研究期間終了後遅滞なく甲

から買い取るものとする。ただし、甲が当該取得物品等の使用又は処分

等を必要とする場合は、この限りではない。 

 

（参加機関等における実施規約の遵守） 

別記５ 特別条項 

（定義） 

第１条 本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定

めるところによる。 

（１）「研究代表機関」とは、研究代表者が所属する機関をいう。 

（２）「研究開発機関」とは、契約項目（１）に記載の研究課題を共同して実

施する機関として研究計画書に記載された機関のうち、研究代表機関

以外をいう。 

（３）「参加機関等」とは、契約項目（１）に記載の研究課題に参加する研究

代表者、研究代表機関、研究開発機関及び甲を個別に又は総称して

いう。 

 

（研究代表機関および研究開発機関に係る共同研究契約等） 

第２条 乙は、本研究の適切な実施や研究成果の活用等に支障が生じない

よう秘密保持や知的財産の取扱いなどについて本契約等（第３条に定め

る実施規約を含む。）に反しない範囲で研究代表機関および研究開発機

関との間で共同研究契約を締結するなど、必要な措置を講ずるものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参加機関等における実施規約の遵守） 

別記５ 特別条項 

（定義） 

第１条 本契約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定

めるところによる。 

（１）「研究代表機関」とは、研究代表者が所属する機関をいう。 

（２）「研究開発機関」とは、契約項目（１）に記載の研究課題を共同して実

施する機関として研究計画書に記載された機関のうち、研究代表機関

以外をいう。 

（３）「参加機関等」とは、契約項目（１）に記載の研究課題に参加する研究

代表者、研究代表機関、研究開発機関及び甲を個別に又は総称して

いう。 

 

（研究代表機関および研究開発機関に係る共同研究契約等） 

第２条 乙は、本研究の適切な実施や研究成果の活用等に支障が生じない

よう秘密保持や知的財産の取扱いなどについて本契約等（第３条に定め

る実施規約を含む。）に反しない範囲で研究代表機関および研究開発機

関との間で共同研究契約を締結するなど、必要な措置を講ずるものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参加機関等における実施規約の遵守） 
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第５条 一般条項第９条第１項の定めにかかわらず、甲及び乙は、参加機関

等における情報管理及び秘密保持について、別途締結する実施規約を

遵守するものとする。 

２ 甲及び乙は、参加機関等における発明等及び知的財産権の取り扱いに

ついて、前項に定める実施規約に定め、これを遵守するものとする。 

 

（複数年度契約における委託研究費の繰越） 

第６条 契約項目において企業等と認められた乙は、契約項目（３）に定める

契約期間において翌事業年度が存在する場合に限り、一般条項第１０条

第４項の規定にかかわらず、甲が別途定める書面を甲が定める期日まで

に提出することを条件に、当事業年度における委託研究費の未使用額

のうち１０万円を上限とする直接経費に相当する間接経費を加えた額を

限度として、甲に返還することなく繰越して翌事業年度の委託研究費と合

わせて使用することができるものとする。 

 

（専用実施権等の設定等） 

第７条 本契約において、知財条項第２条第１項第４号、第４条第２号及び第

５条第１号のそれぞれのただし書きは適用しない。 

 

（存続条項） 

第８条 特別条項第３条第１項第１号及び第２項、第４条、第５条、第７条及び

本条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であって

も存続するものとする。 

「以下、余白」 

第３条 一般条項第６条第１項の定めにかかわらず、甲及び乙は、参加機関

等における情報管理及び秘密保持について、別途締結する実施規約を

遵守するものとする。 

２ 甲及び乙は、参加機関等における発明等及び知的財産権の取り扱いに

ついて、前項に定める実施規約に定め、これを遵守するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（存続条項） 

第４条 特別条項第３条及び本条の規定は、契約期間終了後又は本契約が

解除された場合であっても存続するものとする。 

 

「以下、余白」 

第３条 一般条項第６条第１項の定めにかかわらず、甲及び乙は、参加機関

等における情報管理及び秘密保持について、別途締結する実施規約を

遵守するものとする。 

２ 甲及び乙は、参加機関等における発明等及び知的財産権の取り扱いに

ついて、前項に定める実施規約に定め、これを遵守するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（存続条項） 

第４条 特別条項第３条及び本条の規定は、契約期間終了後又は本契約が

解除された場合であっても存続するものとする。 

 

「以下、余白」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取扱い状況を踏まえた見

直し。 

 


